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一　

は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
倒
産
法
（T
itle	11	of	the	U

nited	States	Code:	

以
下
「
米
国
倒
産
法
」
と
い
う
）
の
第
一
一
章
が
規
定
す

る
再
建
（reorganization

）
手
続
（
以
下
「
第
一
一
章
手
続
」
と
い
う
）
は
、
事
業
者
を
対
象
と
す
る
再
建
型
倒
産
処
理
手
続
で
あ
り
、

「
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
」
の
通
称
で
、
米
国
内
外
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
第
一
一
章
手
続
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
手
続
開

始
後
もdebtor-in-possession

（
占
有
を
継
続
す
る
債
務
者
：
以
下
「
Ｄ
Ｉ
Ｐ
」
と
い
う
）
と
し
て
、
財
産
の
管
理
処
分
と
事
業
経
営

を
行
う
権
限
を
維
持
す
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
型
手
続
を
原
則
と
し
（
米
国
倒
産
法
一
一
〇
七
条
⒜
、
一
一
〇
八
条
）、
裁
判
所
が
管
財
人

（trustee

）
の
選
任
命
令
を
発
す
る
の
は
、
利
害
関
係
人
や
連
邦
管
財
官
（U

.S.	trustee

）
の
申
立
て
が
あ
り
、
か
つ
裁
判
所
が
債

務
者
の
無
能
や
重
大
な
過
誤
な
ど
、
管
財
人
選
任
を
相
当
と
す
る
事
由
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
管
財
人
選
任
が
債
権
者
や
株
主
そ

の
他
の
利
害
関
係
人
の
利
益
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
定
し
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
（
同
一
一
〇
四
条
⒜）

1
（

）。

　

第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
同
手
続
の
管
財
人
と
同
様
の
権
利
義
務
（
報
酬
請
求
権
お
よ
び
債
務
者
に
対
す
る

　
　

⑵　

適
用
否
定
説

四　

第
一
一
章
手
続
係
属
中
の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務

　

１　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
法
的
地
位

　

２　

受
認
者
と
し
て
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ

　
　

⑴　

管
財
人
や
取
締
役
の
信
認
義
務
と
の
関
係

　
　

⑵　

管
財
人
の
信
認
義
務

　
　

⑶　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
に
関
す
る
判
例

　

３　

信
認
義
務
を
負
う
相
手
方

　
　

⑴　

判
例
の
分
析

　
　

⑵　

管
財
人
や
倒
産
手
続
開
始
前
の
会
社
の
取
締
役
と
の
比
較

　

４　

信
認
義
務
の
内
容

　
　

⑴　

財
団
価
値
最
大
化
原
則

　
　

⑵　

受
益
者
間
の
利
害
調
整
指
針

　

５　

経
営
判
断
原
則
の
適
用
の
有
無

　
　

⑴　

適
用
肯
定
説

　
　

⑵　

適
用
否
定
説

　

６　

小
括

五　

お
わ
り
に
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調
査
義
務
を
除
く
）
を
有
す
る
旨
の
規
定
が
あ
る
（
同
一
一
〇
七
条
⒜
）。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
法
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
実
際
に
行
う
の

は
法
人
の
決
定
機
関
や
執
行
機
関
で
あ
り
、
株
式
会
社
の
場
合
は
取
締
役
や
、
経
営
者
的
地
位
に
あ
る
従
業
員
で
あ
る
オ
フ
ィ
サ
ー

（offi
cer

）（
以
下
併
せ
て
「
取
締
役
等
」
と
い
う
）
が
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
株
式
会
社
の
取
締
役
等

は
、
米
国
倒
産
法
が
規
定
す
る
管
財
人
と
同
様
の
職
務
に
関
す
る
権
利
義
務
と
、
会
社
が
設
立
さ
れ
た
州
の
会
社
法
が
規
定
す
る
会

社
の
機
関
と
し
て
の
権
利
義
務
を
併
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
一
章
手
続
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
二
面
的
な

権
利
義
務
は
一
体
的
に
矛
盾
な
く
行
使
・
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
の
職
務
遂
行
規
範
を
、
ど
の
よ
う
な
理
念
に

求
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
結
論
を
一
部
先
取
り
す
る
と
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
株
式
会
社
の
取
締
役
等
の
職
務
遂
行
規
範
の
中
核
と
な
る
概
念
は

信
認
義
務
（fiduciary	duty

）
で
あ
る
。
信
認
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
信
認
関
係
（fiduciary	relationship

）
は
、
一
義
的
な
定
義
が

困
難
な
開
か
れ
た
概
念
で
あ
る
が）2
（

、
受
認
者
（fiduciary

）
が
他
者
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
り

生
ず
る
関
係）3
（

で
あ
り
、
信
託
に
お
け
る
受
託
者
（trustee

）
と
受
益
者
（beneficiary

）
の
関
係
を
は
じ
め
、
信
託
に
類
似
す
る

様
々
な
関
係
を
広
く
包
摂
す
る
。
倒
産
手
続
に
お
け
る
管
財
人
（trustee

）
が
債
務
者
の
財
産
に
つ
き
受
認
者
で
あ
る
こ
と
や
、
会

社
の
取
締
役
が
会
社
財
産
に
つ
き
受
認
者
で
あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
判
例
理
論
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
お
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
株

式
会
社
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
容
易
に
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
信
認
義
務
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
の
信
認
関
係
の
特
徴

に
応
じ
て
異
な
る
こ
と
か
ら）4
（

、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
株
式
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務
の
内
容
は
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
管
財
人
や
、
平

常
時
の
会
社
の
取
締
役
と
の
異
同
に
着
目
し
た
分
析
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
倒
産
手
続
の
開
始
に
至
っ
て
い
な
い
が
実
質
的
倒
産

状
態
に
あ
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
取
締
役
等
の
信
認
義
務
が
平
常
時
と
異
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
併
せ
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
米
国
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
職
務
遂
行
規
範
に
つ
い
て）5
（

、
株
式
会
社
で
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
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の
信
認
義
務
を
中
心
と
し
た
分
析
を
行
い
、
オ
フ
ィ
サ
ー
に
つ
い
て
は
必
要
な
限
り
で
検
討
対
象
と
す
る）（
（

。
以
下
で
は
、
平
常
時
の

会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
（
第
二
章
）、
お
よ
び
実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
（
第
三
章
）
の

検
討
を
前
提
と
し
て
、
第
一
一
章
手
続
係
属
中
の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
管
財
人
や
、
倒
産
手
続
開
始
前

の
会
社
の
取
締
役
と
の
比
較
を
含
め
た
分
析
を
行
い
（
第
四
章
）、
最
後
に
本
稿
の
総
括
を
す
る
（
第
五
章
）。

二　

平
常
時
の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務

　

１　

受
認
者
と
し
て
の
取
締
役

　

取
締
役
が
受
認
者
と
し
て
信
認
義
務）7
（

を
負
う
こ
と
は
、
会
社
制
度
の
草
創
期
か
ら
承
認
さ
れ
て
お
り）8
（

、
現
在
に
至
る
ま
で
、
信
認

義
務
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
中
核
を
担
う
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
信
認
義
務
を
分
析
す
る
際
の
視
点
と
し
て
、

あ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
（SEC	v.	Chenery	Corp.

事
件
判
決
（
一
九
三
八
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
））
の
著
名
な
一
節
は
、「
誰
に

対
す
る
受
認
者
か
、
受
認
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
義
務
の
不
履
行
と
な
る
か
、
義

務
不
履
行
に
よ
る
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」（
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
裁
判
官）

（
（

）
と
の
視
点
を
示
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
特
に

職
務
遂
行
規
範
に
着
目
し
、
①
取
締
役
に
つ
き
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
で
あ
る
受
益
者
の
範
囲
、
②
信
認
義
務
の
内
容
、
お
よ
び

③
取
締
役
の
責
任
に
関
す
る
重
要
な
判
例
理
論
で
あ
る
経
営
判
断
原
則
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
な
お
本
稿
で
は
、

会
社
法
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
を
対
象
と
し
、
他
州
法
は
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

２　

信
認
義
務
を
負
う
相
手
方

　

判
例
の
大
勢
は
、
平
常
時
の
会
社
の
取
締
役
は
、「
会
社
お
よ
び
株
主
」
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
と
判
示
す
る）（（
（

。
こ
れ
は
一
見
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す
る
と
、「
会
社
」
と
「
株
主
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
相
手
方
と
な
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
後
記
３
⑵
で
詳
述
す
る
「
株
主
利
益
最

大
化
原
則
」
を
採
用
す
る
見
解
は
、「
会
社
」
と
「
株
主
」
の
厳
密
な
区
別
に
拘
泥
せ
ず）（（
（

、「
会
社
お
よ
び
株
主
」
は
、
会
社
の
観
念

的
な
所
有
者
と
し
て
の
抽
象
化
さ
れ
た
株
主
全
体
を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る）（（
（

。
な
お
、
個
別
の
株
主
に
よ
る
取
締
役
に
対
す
る
信

認
義
務
違
反
に
基
づ
く
請
求
が
、
自
ら
の
権
利
の
行
使
（
直
接
請
求
）
と
、
会
社
の
有
す
る
権
利
の
派
生
的
請
求
（
代
表
訴
訟
）
の

ど
ち
ら
に
よ
っ
て
可
能
か
は
、
被
害
の
性
質
や
、
損
害
の
回
復
に
よ
っ
て
誰
が
利
益
を
受
け
る
か
に
よ
っ
て
決
さ
れ
る）（（
（

。

　

判
例
は
、
株
主
を
受
益
者
と
す
る
実
質
的
理
由
を
、
信
託
と
の
構
造
的
な
類
似
性
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
は
取
締
役
会

の
構
成
員
と
し
て
会
社
の
財
産
お
よ
び
事
業
に
つ
い
て
支
配
力
を
有
す
る
一
方
、
株
主
は
株
主
総
会
決
議
事
項
を
除
き
、
会
社
の
運

営
に
対
す
る
影
響
力
を
原
則
と
し
て
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
取
締
役
と
株
主
の
関
係
が
、
信
託
に
お
け
る
受
託
者
と
受
益
者
の
関
係

に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
学
説
で
は
、
法
と
経
済
学
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
詳
細
は
後
記
３
⑵
を
参
照
）
か
ら
、

株
主
と
取
締
役
間
を
プ
リ
ン
シ
パ
ル
（principal

）
と
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（agent

）
の
関
係
と
捉
え
る
説
明
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
モ
デ

ル
）
が
有
力
で
あ
る）（（
（

。

　

株
主
が
受
益
者
で
あ
る
こ
と
は
、
換
言
す
る
と
、
取
締
役
は
株
主
以
外
の
者
の
利
益
を
考
慮
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
会
社
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
人
の
典
型
と
し
て
、
会
社
に
対
す
る
債
権
者
が
考
え
ら
れ
る
が
、
判
例）（（
（

は
、
取
締
役
が
信
認
義
務

を
負
う
相
手
方
に
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
株
主
は
会
社
財
産
に
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
権
原
を
有
す
る
の
に
対
し
、

債
権
者
は
会
社
に
対
す
る
契
約
上
の
請
求
権
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
や）（（
（

、
債
権
者
は
コ
ベ
ナ
ン
ツ
（
誓
約
条
項
、
財
務
制
限
条

項
）
や
、
債
務
者
の
資
産
へ
の
リ
ー
エ
ン
の
設
定
な
ど
、
他
の
方
法
で
自
ら
の
権
利
を
護
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と）（（
（

が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
州
に
よ
っ
て
は
、
株
主
以
外
の
利
害
関
係
人
の
利
益
を
考
慮
す
る
権
限
を
取
締
役
会
に
与
え
る
旨
を
制
定
法
で
規
定
し

て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
利
害
関
係
者
制
定
法
（constituency	statute
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
株
主
以
外
の
者
の
利
益
も
考
慮

で
き
る
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
株
主
の
利
益
と
同
等
に
考
慮
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い）（（
（

。
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３　

信
認
義
務
の
内
容

⑴　

中
核
を
な
す
義
務

　

取
締
役
の
信
認
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
信
認
義
務
と
同
様
に）（（
（

、
注
意
義
務
と

忠
実
義
務
の
二
つ
を
中
核
的
義
務
と
す
る
二
分
説
を
伝
統
的
に
採
用
し
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
両
義
務
に
誠
実
義
務
（duty	of	

good	faith
）
も
加
え
た
三
分
説
に
よ
る
判
例
お
よ
び
学
説
も
存
在
す
る
が）（（
（

、Stone	v.	Ritter

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁

判
所
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
誠
実
義
務
を
独
立
の
義
務
で
は
な
く
、
忠
実
義
務
の
副
次
的
条
件
で
あ
る
と
判
示
し）（（
（

、
結
論
と
し
て
は

二
分
説
に
よ
る
こ
と
を
確
認
し
た）（（
（

。

　

⒜　

注
意
義
務

　

注
意
義
務
（duty	of	care
）
（（
（

）
は
、
取
締
役
が
職
務
を
行
う
際
に
合
理
的
注
意
、
す
な
わ
ち
「
同
様
の
地
位
に
い
る
通
常
の
慎
重
な

人
物
が
同
様
の
状
況
で
払
う
で
あ
ろ
う
注
意
」（the	care	an	ordinarily	careful	and	prudent	m

en	w
ould	use	under	sim

ilar	

circum
stances

）
を
も
っ
て
行
う
義
務
で
あ
る）（（
（

。
取
締
役
の
職
務
は
、
個
別
具
体
的
取
引
に
関
し
自
ら
意
思
決
定
を
行
う
場
面
と
、

経
営
に
関
す
る
監
視
や
権
限
移
譲
を
行
う
場
面
に
大
別
で
き
る
が）（（
（

、
い
ず
れ
の
場
面
に
お
い
て
も
注
意
義
務
の
履
行
が
求
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
近
時
の
判
例
は
、
注
意
義
務
違
反
の
責
任
の
成
否
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
面
で
判
断
基
準
を
使
い
分
け
て
い
る）（（
（

。

　

す
な
わ
ち
、
前
者
の
意
思
決
定
の
場
面
に
お
い
て
は
、
意
思
決
定
の
過
程
に
着
目
し
た
一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
場
合
、
意
思
決

定
の
適
法
性
を
推
定
す
る
経
営
判
断
原
則
（business	judgm

ent	rule

）
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
注
意
義
務
違
反
の
責
任
の
成
立
は

大
幅
に
制
限
さ
れ
る
（
詳
細
は
後
記
４
を
参
照
）。
一
方
、
後
者
の
監
視
等
の
場
面
に
お
い
て
は
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
は
な
く
、

当
該
取
締
役
の
行
動
内
容
が
検
討
対
象
と
な
る
が）（（
（

、
取
締
役
に
帰
責
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り）（（
（

、
単
純
過

失
す
な
わ
ち
上
記
の
水
準
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
足
り
る
と
の
見
解）（（
（

、
重
過
失
を
要
件
と
す
る
見
解）（（
（

、
取
締
役
が
職
務
を

完
全
に
放
棄
し
た
よ
う
な
異
常
な
状
況
を
要
す
る
と
す
る
見
解）（（
（

な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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⒝　

忠
実
義
務

　

忠
実
義
務）（（
（

（duty	of	loyalty

）
は
、
取
締
役
が
職
務
を
行
う
に
際
し
、
受
益
者
で
あ
る
会
社
お
よ
び
株
主
の
最
善
の
利
益
の
追
求

と
損
害
の
回
避
を
図
り
、
取
締
役
の
個
人
的
利
益
を
優
先
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
義
務
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
義
務
は
、
信
託
法
に
お

け
る
受
託
者
の
自
己
取
引
（self-dealing

）
禁
止
義
務
に
由
来
し）（（
（

、
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
事
業
機
会
の
侵
奪
禁
止
と
、
利

益
相
反
取
引
の
禁
止
が
中
心
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

取
締
役
が
行
う
取
引
が
会
社
の
事
業
機
会
の
侵
奪
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
で
は
、Guth	v.	Loft

事

件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
、
一
九
三
九
年）

（（
（

）
が
示
し
た
以
下
の
考
慮
要
素
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
①
会
社
が
そ
の
事
業

機
会
を
利
用
で
き
る
財
務
的
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
そ
の
事
業
機
会
が
会
社
の
営
業
と
同
種
・
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
③

会
社
が
そ
の
事
業
機
会
に
対
し
、
関
心
ま
た
は
合
理
的
な
期
待
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
④
取
締
役
が
そ
の
事
業
機
会
を
個
人
的
に
利

用
す
る
こ
と
が
、
信
認
義
務
を
負
担
す
る
立
場
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
取
締
役
に
よ
る
自
己
取
引
が
許
容
さ
れ
る

要
件
と
し
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
四
四
条
は
、
重
要
事
実
（m

aterial	facts

）
が
開
示
さ
れ
た
上
で
、
取
締
役
会
や
株
主
総

会
で
誠
実
に
承
認
な
い
し
追
認
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
旨
を
規
定
す
る）（（
（

。
承
認
や
追
認
が
な
い
場
合
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
当
該
取
締

役
は
、
当
該
取
引
を
行
う
判
断
が
完
全
に
公
正
で
あ
る
こ
と
（entire	fairness

）
の
立
証
を
要
す
る）（（
（

。

⑵　

株
主
利
益
最
大
化
原
則

　

以
上
の
と
お
り
、
取
締
役
は
株
主
に
対
し
、
信
認
義
務
と
し
て
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
理
念
的
に
表

現
し
た
概
念
が
、
株
主
利
益
を
最
大
化
（shareholder	w

ealth	m
axim

ization
）
す
る
原
則
な
い
し
義
務
で
あ
る
。
株
主
利
益
最
大

化
原
則
は
、
会
社
制
度
の
草
創
期
に
お
け
る
株
主
優
位
論
（shareholder	suprem

acy

）
を
淵
源
と
す
る）（（
（

。
株
主
優
位
論
は
、
一
九

世
紀
初
頭
か
ら
、
株
主
の
利
益
配
当
請
求
権
や
議
決
権
を
重
視
す
る
判
例
や
、
株
主
に
よ
る
派
生
的
請
求
を
認
め
る
判
例）（（
（

に
表
れ
て
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い
た
ほ
か
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
会
社
を
広
義
の
信
託
の
一
種
と
観
念
し
、
株
主
が
唯
一
の
受
益
者

で
あ
る
と
し
て
、
株
主
以
外
の
者
の
利
益
を
考
慮
し
て
行
動
し
て
は
な
ら
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
た）（（
（

。
さ
ら
に
、
取
締
役
が
、
信

認
義
務
か
ら
派
生
し
た
株
主
利
益
最
大
化
原
則
に
服
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
米
を
通
じ
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
の

は
、D

odge	v.	Ford	M
otor	Co.

事
件
判
決
（
ミ
シ
ガ
ン
州
最
高
裁
判
所
、
一
九
一
九
年）

（（
（

）
で
あ
り
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
い
て
も

K
atz	v.	O

ak	Industry

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
、
一
九
八
六
年）

（（
（

）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
法
と
経
済
学
か
ら
の
分
析
を
重
視
す
る
学
説
が
ア
メ
リ
カ
の
会
社
法
分
野
で
支
配
的
に

な
っ
て
い
る
が）（（
（

、
そ
れ
ら
の
多
く
も
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
株
主
利
益
最
大
化
原
則
を
肯
定
す
る）（（
（

。
例
え
ば
、
契
約
的
会
社
理

論
（contractarian	theory;	contract	theory

）
は
、
会
社
は
債
権
者
、
労
働
者
、
株
主
な
ど
の
多
様
な
権
利
者
が
、
比
喩
的
な
意

味
で
会
社
あ
る
い
は
経
営
者
と
結
ん
だ
「
契
約）（（
（

」
が
束
に
な
っ
た
も
の
（nexus	of	contracts

）
と
み
な
す
考
え
方
で
あ
る
が）（（
（

、
信

認
義
務
は
「
契
約
」
が
網
羅
で
き
な
い
隙
間
を
埋
め
る
も
の
（gap-filler

）
で
あ
り）（（
（

、
株
主
利
益
最
大
化
原
則
が
そ
の
内
容
に
含
ま

れ
る
と
し
て
い
る）（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
株
主
利
益
最
大
化
原
則
に
批
判
的
な
見
解
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
以
下
が
あ
る
。
①
共
同

体
理
論
（com

m
unitarian	theory

）
と
呼
ば
れ
る
学
説）（（
（

は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
強
調
し
、
利
害
関
係
者
制
定
法
の
解
釈
と
し

て
、
取
締
役
は
株
主
だ
け
で
な
く
、
従
業
員
、
債
権
者
、
消
費
者
な
ど
の
利
害
関
係
人
を
含
む
「
共
同
体
」
の
利
益
へ
の
配
慮
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
契
約
的
会
社
理
論
に
対
し
て
は
否
定
的
で
あ
る
。
②
チ
ー
ム
生
産
理
論
（team

	

production	theory

）
（（
（

）
と
呼
ば
れ
る
学
説
は
、
契
約
的
会
社
理
論
を
全
面
的
に
否
定
し
な
い
が
、
企
業
は
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
チ
ー
ム
」
で
あ
り
、
取
締
役
は
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
害
か
ら
独
立
し
た
第
三
者
で
あ
っ
て
、
生
産
活

動
の
監
視
と
と
も
に
、
利
害
関
係
者
間
の
利
益
衝
突
を
最
終
的
に
調
整
す
る
役
割
を
担
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、
③
契
約
的
会
社
理
論

に
立
ち
つ
つ
、
取
締
役
は
株
主
で
は
な
く
会
社
の
企
業
価
値
全
体
を
最
大
化
す
る
義
務
を
負
う
と
す
る
学
説
が
あ
る）（（
（

。
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４　

経
営
判
断
原
則

⑴　

意
義

　

経
営
判
断
原
則
（business	judgm

ent	rule

）
（（
（

）
は
、
取
締
役）（（
（

の
経
営
上
の
判
断
に
つ
い
て
、
た
と
え
会
社
に
損
失
を
も
た
ら
す
結

果
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
当
・
不
当
に
つ
き
裁
判
所
が
事
後
的
に
介
入
し
な
い
と
す
る
会
社
法
上
の
理
論
で
あ
る）（（
（

。
デ
ラ
ウ
ェ

ア
州
に
お
い
て
、
経
営
判
断
原
則
の
基
本
的
な
判
断
枠
組
み
は
、
一
九
八
〇
年
代
にA

ronson	v.	Lew
is

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア

州
最
高
裁
判
所
、
一
九
八
四
年）

（（
（

）
や
、Sm

ith	v.	V
an	Gorkom

事
件
判
決
（
同
裁
判
所
、
一
九
八
五
年）

（（
（

）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
判
例

理
論
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
経
営
判
断
原
則
を
採
用
す
る
実
質
的
理
由
と
し
て
判
例
が
挙
げ
る
も
の
は
、
①
収
益
性
を
有
す
る
が

リ
ス
ク
も
あ
る
事
業
を
躊
躇
す
る
こ
と
の
防
止
、
②
裁
判
所
が
必
ず
し
も
適
性
を
有
し
な
い
事
業
上
の
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
の
制

限
、
③
責
任
追
及
を
恐
れ
て
取
締
役
就
任
を
躊
躇
す
る
こ
と
の
防
止
、
④
株
主
で
は
な
く
取
締
役
が
経
営
の
役
割
を
主
体
的
に
担
う

こ
と
の
確
保
、
⑤
株
主
は
経
営
能
力
の
不
十
分
な
取
締
役
を
解
任
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
等
で
あ
る）（（
（

。

⑵　

要
件

　

経
営
判
断
原
則
を
採
用
し
た
判
例
を
整
理
す
る
と
、
①
積
極
的
に
な
さ
れ
た
経
営
判
断
で
あ
る
こ
と）（（
（

、
②
経
営
判
断
事
項
に
つ
き

取
締
役
が
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と）（（
（

、
③
取
締
役
が
合
理
的
で
入
手
可
能
と
考
え
ら
れ
る
重
要
な
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
て

い
た
こ
と）（（
（

、
④
経
営
判
断
に
際
し
誠
実
さ
（good	faith

）
を
有
し
て
い
た
こ
と）（（
（

、
⑤
経
営
判
断
に
際
し
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
い
た

こ
と
（
重
過
失
（gross	negligence

）
が
な
い
こ
と）

（（
（

）、
⑥
取
締
役
に
詐
欺
、
違
法
行
為
、
利
益
相
反
行
為
等
の
権
限
濫
用
が
存
在
し

な
い
こ
と）（（
（

、
の
各
要
件
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。

　

た
だ
し
、
会
社
の
支
配
権
の
変
動
や
事
業
の
売
却
な
ど
の
特
別
な
場
面
で
は
、
異
な
る
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。U

nocal	Co.	
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v.	M

esa	Petroleum
	Co.

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
、
一
九
八
五
年）

（（
（

）
は
、
敵
対
的
買
収
に
対
す
る
買
収
防
衛
策

（defensive	m
easures

）
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
①
第
三
者
の
株
式
保
有
に
よ
り
会
社
の
方
針
お
よ
び
効
率
性
に
対
す
る
脅
威
が
存

在
す
る
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
合
理
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
②
買
収
防
衛
策
が
、
提
示
さ
れ
た
脅
威
と
の
関
係
で
相

当
性
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
取
締
役
側
が
証
明
責
任
を
負
う
と
し
て
、
通
常
の
経
営
判
断
原
則
よ
り
も
厳
格
な
基
準
を
採
用
し

た
。
ま
た
、Revlon,	Inc.	v.	M

acA
ndrew

s	&
	Forbes	H

oldings,	Inc.

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
、
一
九
八
六

年
）
（（
（

）
は
、
前
記U

nocal

事
件
判
決
の
厳
格
な
基
準
を
採
用
し
つ
つ
、
会
社
が
自
ら
の
事
業
を
売
却
す
る
こ
と
が
不
可
避
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
取
締
役
会
は
最
高
額
で
売
却
可
能
な
相
手
方
を
探
し
株
主
の
利
益
を
最
大
化
す
る
義
務
を
有
し
て
い
る
と
し
た
。

⑶　

効
果

　

経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
よ
る
効
果
は
、
利
害
関
係
の
な
い
取
締
役
が
独
立
し
て
行
っ
た
経
営
上
の
決
定
の
適
法
性
の
推
定
と
解

さ
れ
て
い
る）（（
（

。
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
取
締
役
が
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
取
引
や
意
思
決
定
が
完
全
に
公
正

で
あ
る
こ
と
（entire	fairness

）
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う）（（
（

。

　

経
営
判
断
原
則
は
、
信
認
義
務
の
中
で
も
特
に
注
意
義
務
と
関
係
が
深
い）（（
（

。
経
営
判
断
原
則
適
用
の
要
件
と
し
て
、
取
締
役
が
個

人
的
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
や
、
取
締
役
の
権
限
濫
用
が
な
い
こ
と
を
要
す
る
が
、
忠
実
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
、

も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
し
な
い）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
同
原
則
は
、
基
本
的
に
注
意
義
務
違
反
を
適
用
対
象
と
し
、
忠
実
義
務

違
反
に
つ
い
て
は
、
自
己
取
引
に
つ
い
て
利
害
関
係
の
な
い
取
締
役
会
や
株
主
総
会
に
よ
る
承
認
や
追
認
が
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
、

例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る）（（
（

。

　

な
お
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
を
は
じ
め
多
く
の
州
法
は
、
会
社
の
取
締
役
に
対
す
る
注
意
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
責
任
の

制
限
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
（
責
任
制
限
条
項
：exculpatory	clause

）
を
許
容
し
て
い
る
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
〇
二
条
⒝
⑺）

（（
（

）。
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こ
の
よ
う
な
州
で
は
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
責
任
は
免
除
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
取
締
役
等
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
の
た
め
の
賠
償
責
任
保
険
（
い
わ
ゆ
るD

&
O
	

insurance
）
も
広
く
普
及
し
て
い
る）（（
（

。

三　

実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務

　

１　

判
例
の
推
移

　

会
社
がinsolvency

、
す
な
わ
ち
実
質
的
倒
産
状
態）（（
（

に
あ
る
が
倒
産
手
続
は
開
始
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認

義
務）（（
（

に
つ
い
て
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
判
例
が
集
積
し
、
特
に
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
（
受
益
者
）
の

変
化
に
つ
い
て
、
議
論
が
発
展
を
遂
げ
た
。

⑴　

ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決

　

会
社
の
経
済
的
状
態
の
変
化
に
よ
っ
て
、
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
も
変
化
す
る
か
否
か）（（
（

に
つ
き
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に

お
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
著
名
な
判
例
は
、Credit	Lyonnais	Bank	N

ederland,	N
.V

.	v.	Pathe	Com
m
uni-

cations	Corp.

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
、
一
九
九
一
年）

（（
（

）（
以
下
「
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決
」
と
い
う
）
で
あ
る
。

　

本
判
決
の
事
案
は
、
原
告Credit	Lyonnais	

が
、
被
告Pathe
と
の
議
決
権
信
託
契
約
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
し
て
、
新
た
に

被
告
の
取
締
役
と
し
て
選
任
し
た
者
に
つ
き
、
そ
の
地
位
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
は
、
こ
の
新
取

締
役
が
行
っ
た
、
将
来
の
収
益
獲
得
の
た
め
の
積
極
的
投
資
に
関
す
る
意
思
決
定
が
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
解
任
さ
れ
る
べ
き
旨
を

主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
採
用
せ
ず
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
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判
旨
は
、「
少
な
く
と
も
、
会
社
が
実
質
的
倒
産
に
近
接
し
た
状
態
で
（in	the	vicinity	of	insolvency

）
事
業
を
行
っ
て
い
る
場

合
、
取
締
役
会
は
単
に
残
余
財
産
請
求
権
者
（residual	claim

ant

）
の
代
理
人
で
は
な
く
、
会
社
で
あ
る
企
業
（corporate	

enterprise

）
に
対
し
て
信
認
義
務
を
負
う
」
と
判
示
し
、
こ
の
信
認
義
務
は
、
会
社
を
め
ぐ
る
「
利
益
の
共
同
体
（com

m
unity	of	

interest
）
に
対
し
、
情
報
を
得
て
誠
実
に
、
会
社
の
長
期
的
な
収
益
性
を
最
大
化
す
る
意
思
決
定
を
行
う
義
務
で
あ
る
」
と
し
た）（（
（

。

こ
の
よ
う
に
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
が
変
化
す
る
理
由
と
し
て
、
会
社
が
実
質
的
倒
産
に
近
接
し
た
状
態
に
あ
る
場
合
、
取
締
役

は
株
主
へ
の
利
益
還
元
を
視
野
に
、
債
権
者
の
引
当
て
と
な
る
資
金
を
リ
ス
ク
に
晒
す
（at	risk

）
動
機
付
け
が
生
じ
る
た
め
、
取

締
役
は
株
主
や
債
権
者
だ
け
で
な
く
、
利
益
の
共
同
体
に
対
し
忠
誠
を
持
つ
べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

本
判
決
を
後
の
判
例
と
比
較
す
る
と
、
以
下
の
二
つ
の
点
で
特
徴
が
あ
る
。
一
つ
は
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
が
変
化
す
る
時

点
を
、「
実
質
的
倒
産
に
近
接
し
た
状
態
」（vicinity	of	insolvency

）
と
し
て
、
実
質
的
倒
産
状
態
よ
り
も
さ
ら
に
早
い
時
期
と
し

た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
が
変
化
す
る
理
論
的
根
拠
を
、
残
余
財
産
請
求
権
の
帰
属
の
変
化
で
は

な
く
、
取
締
役
が
収
益
性
も
高
い
が
リ
ス
ク
も
高
い
投
資
を
選
択
す
る
こ
と
の
抑
止）（（
（

に
求
め
て
お
り
、
法
と
経
済
学
に
よ
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑵　

信
託
基
金
理
論
に
依
拠
し
た
判
例

　

⒜　

信
託
基
金
理
論
の
概
要

　

信
託
基
金
理
論
（trust	fund	theory;	trust	fund	doctrine
）
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
財
産
は
、
債
権
者
へ
の
弁

済
に
充
て
る
た
め
の
信
託
基
金
（trust	fund

）
と
な
り
、
取
締
役
等
は
そ
の
受
託
者
（trustee

）
の
地
位
に
置
か
れ
る
と
す
る
判
例

理
論
で
あ
る）（（
（

。
信
託
基
金
理
論
の
淵
源
は
一
九
世
紀
に
遡
る
が
、
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
判
例）（（
（

の
ほ
と
ん
ど
は
、
会
社
の
解
散
や
清

算
の
場
面
に
お
い
て
、
債
権
者
を
株
主
に
優
先
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
用
い
て
い
た）（（
（

。
二
〇
世
紀
中
期
に
な
る
と
、
判
例
は
、
実
質
的
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倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
債
権
者
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
認
め
た
が
、
当
初
の
事
案
の
多
く
は
、

会
社
か
ら
詐
害
行
為
、
偏
頗
行
為
や
違
法
配
当
な
ど
に
よ
っ
て
内
部
者
や
特
定
の
債
権
者
に
逸
出
し
た
財
産
の
回
復
を
図
る
事
案
で

あ
り）（（
（

、
事
業
運
営
や
投
資
に
関
す
る
意
思
決
定
の
当
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
は
な
か
っ
た）（（
（

。

　

ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決
を
契
機
と
し
て
、
実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
に
関
す
る
判
例
が）（（
（

頻
出
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
判
例
は
、
信
託
基
金
理
論
に
依
拠
し
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
株
主
は
残
余
財
産
請
求
権
を
実

質
的
に
失
う
半
面
、
債
権
者
は
他
の
債
権
者
と
限
ら
れ
た
財
産
を
分
か
ち
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
取
締
役
の
経
営
判
断
に
債
権
回

収
額
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
変
化
を
、
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
い
る）（（
（

。
以
下
で
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
の
意
義
や
、

債
権
者
の
原
告
適
格
に
関
す
る
代
表
的
な
判
例
を
紹
介
す
る）（（
（

。

　

⒝　

Geyer	v.	Ingresoll	Publications	Co.

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
、
一
九
九
二
年）

（（
（

）

　

本
件
は
、
被
告Ingresoll

社
の
従
業
員
で
あ
る
原
告Geyer

が
、
所
有
し
て
い
たIngresoll

社
株
式
を
発
行
元
で
あ
る
同
社

に
譲
渡
し
た
が
、
そ
の
対
価
が
未
払
い
で
あ
る
と
し
て
、
同
社
と
そ
の
取
締
役
会
会
長
兼
社
長
に
訴
え
を
提
起
し
た
事
案
で
あ
る
。

判
旨
は
、
取
締
役
の
債
権
者
に
対
す
る
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
信
託
基
金
理
論
に
関
す
る
判
例
を
引
用
し
た
上
で
、
実
質
的
倒
産
状

態
（insolvency

）
を
、「
資
産
の
合
理
的
市
場
価
値
を
超
え
る
債
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
」
ま
た
は
「
通
常
の
事
業
の
過
程
に
お

い
て
、
弁
済
期
に
あ
る
義
務
を
履
行
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
」
と
定
義
し
、「
取
締
役
の
義
務
の
変
化
は
、
法
的
倒
産
手
続
の
開
始

を
待
た
ず
に
、
実
質
的
倒
産
の
事
実
が
発
生
し
た
時
点
で
生
じ
る
」
と
判
示
し
て
、
被
告
に
よ
る
棄
却
申
立
て
を
退
け
た）（（
（

。

　

⒞　

O
dyssey	Partners,	L.P.	v.	Flem

ing	Com
panies,	Inc.

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
、
一
九
九
九
年）

（（
（

）

　

本
件
に
お
い
て
、
被
告Flem

ing	

社
は
、
同
社
の
取
引
先
の
親
会
社
で
あ
る
訴
外A

BCO
	H

oldings

（
Ａ
Ｈ
）
社
に
対
す
る
債

権
を
訴
外
銀
行
か
ら
譲
り
受
け
た
後
、
Ａ
Ｈ
社
の
総
資
産
に
対
す
る
担
保
権
を
実
行
し
、
被
告Flem

ing

社
が
自
ら
買
受
人
と

な
っ
た
。
Ａ
Ｈ
社
の
少
数
株
主
で
あ
る
原
告O

dyssey	

ら
は
、
Ａ
Ｈ
社
の
株
式
が
無
価
値
に
な
っ
た
と
し
て
、Flem

ing

社
に
対
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し
て
は
支
配
権
の
不
当
行
使
、
Ａ
Ｈ
社
取
締
役
に
対
し
て
は
信
認
義
務
違
反
に
基
づ
く
訴
え
を
提
起
し
た
。
判
旨
は
、
信
託
基
金
理

論
に
関
す
る
判
例
や
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決
に
言
及
し
た
上
で
、
Ａ
Ｈ
社
は
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
同
社
の
取
締
役

は
、
特
定
の
利
害
集
団
で
は
な
く
会
社
で
あ
る
企
業
全
体
（entire	corporate	enterprise

）
の
利
益
と
な
る
行
動
を
選
択
し
得
る

と
し
た
。
そ
の
上
で
本
件
で
は
、
被
告Flem

ing

社
が
債
権
譲
受
の
条
件
と
し
て
Ａ
Ｈ
社
の
無
担
保
債
務
を
引
き
受
け
た
こ
と
に

よ
り
、
同
社
の
一
般
債
権
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
事
業
継
続
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
等
を
認
定
し
、
Ａ
Ｈ
社
取
締
役
の
原
告
に

対
す
る
信
認
義
務
違
反
は
な
い
と
判
示
し
た）（（
（

。

　

⒟　

Production	Resource	Group,	L.L.C.	v.	N
CT

	Group,	Inc.

事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
、
二
〇
〇
四
年
）

（
以
下
「
Ｐ
Ｒ
Ｇ
判
決
」
と
い
う）

（（
（

）

　

原
告Production	Resources	Group

社
は
、
被
告N

CT
	Group

社
に
対
し
有
す
る
判
決
債
権
に
つ
き
、
同
社
に
対
す
る
請

求
に
加
え
、
同
社
取
締
役
に
対
す
る
信
認
義
務
違
反
に
基
づ
く
請
求
を
主
張
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
判
旨
は
、
同
社
取
締
役
に
対

す
る
請
求
の
う
ち
、
注
意
義
務
違
反
に
関
す
る
請
求
に
つ
い
て
被
告
に
よ
る
棄
却
申
立
て
を
認
め
た
が
、
忠
実
義
務
違
反
に
関
す
る

請
求
に
つ
い
て
は
審
理
を
続
行
す
べ
き
と
し
た
。

　

判
決
理
由
は
、
信
託
基
金
理
論
に
言
及
し
つ
つ
、「
会
社
が
実
質
的
倒
産
の
時
点
（point	of	insolvency

）
に
達
し
た
場
合
に
、

取
締
役
が
会
社
債
権
者
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
確
立
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
。
…
…
取
締
役
は
会
社
の
経
済
的
価
値
の
最
大

化
を
試
み
る
任
務
を
有
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
は
会
社
自

体
に
発
生
し
、
債
権
者
の
請
求
は
、
株
主
代
表
訴
訟
と
同
様
に
派
生
的
（derivative

）
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
注
意
義
務
違
反

に
関
す
る
請
求
に
つ
き
定
款
に
よ
る
免
責
の
対
象
と
し
た）（（
（

。

⑶　

Gheew
alla

判
決
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以
上
の
よ
う
に
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
に
関
す
る
衡
平
法
裁
判
所
の
判
例
が
相
次
ぎ
、
学
説
で
も
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
た

が
、
最
上
級
審
の
判
決
で
あ
るN

orth	A
m
erican	Catholic	Educational	Program

m
ing	Foundation,	Inc.	v.	Gheew

alla
事
件
判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
、
二
〇
〇
七
年
）（
以
下
「Gheew
alla

判
決
」
と
い
う）

（（
（

）
に
よ
っ
て
、
議
論
は
ひ
と
ま
ず
収
束

を
見
た
。

【
事
案
】

　

原
告N

orth	A
m
erican	Catholic	Educational	Program

m
ing	Foundation

（
以
下
「N

A
CEPF

」
と
い
う
）
は
、
訴
外

Clearw
ire

社
に
対
す
る
取
引
債
権
を
有
し
て
い
た
が
、
同
社
が
実
質
的
倒
産
状
態
も
し
く
は
そ
の
領
域
（in	the	zone	of	

insolvency

）
に
あ
っ
た
際
の
経
営
上
の
意
思
決
定
が
失
当
で
あ
っ
た
と
し
て
、
同
社
取
締
役Gheew

alla

ら
個
人
に
対
し
訴
え
を

提
起
し
た
。
原
告N

A
CEPF

は
、
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
に
基
づ
く
請
求
を
、
訴
外Clearw

ire

社
が
有
す
る
請
求
権
で
は
な

く
、
原
告
が
取
締
役
に
対
し
直
接
に
有
す
る
請
求
権
と
し
て
法
律
構
成
を
し
た
。

【
判
旨
】（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

　
「
信
認
義
務
違
反
に
基
づ
く
直
接
請
求
は
、
実
質
的
倒
産
の
領
域
で
事
業
を
行
う
会
社
の
債
権
者
が
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

会
社
が
倒
産
に
は
未
だ
至
ら
な
い
が
実
質
的
倒
産
の
領
域
で
事
業
を
行
う
場
合
、
…
…
取
締
役
は
、
会
社
と
株
主
に
対
す
る
信
認
義

務
を
、
所
有
者
で
あ
る
株
主
の
利
益
の
た
め
に
、
会
社
の
最
善
の
利
益
に
適
う
経
営
判
断
に
よ
っ
て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　
「
…
…
取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
確
立
し
て
い
る
。
会
社
が
健
全
な
状
態
で
あ
る
場
合
、
信
認
義
務
は

株
主
が
会
社
に
代
わ
っ
て
派
生
的
請
求
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
株
主
は
会
社
の
価
値
向
上
に
よ
る
究

極
的
な
受
益
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
が
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
株
主
の
残
余
財
産
受
益
者
た
る
地
位
は
、

会
社
に
対
す
る
債
権
者
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
の
債
権
者
は
、
会
社
が
取

締
役
に
対
し
て
有
す
る
信
認
義
務
違
反
の
請
求
を
行
使
す
る
原
告
適
格
を
有
す
る
。
会
社
の
実
質
的
倒
産
状
態
は
、『
債
権
者
を
、
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会
社
の
価
値
を
減
じ
る
あ
ら
ゆ
る
信
認
義
務
違
反
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
主
た
る
利
害
関
係
人
に
す
る
。』
の
で
あ
る）（（（
（

。」

　

判
旨
は
続
け
て
、
Ｐ
Ｒ
Ｇ
判
決
の
射
程
等
を
確
認
し
た
上
で
、「
債
権
者
に
対
し
新
た
に
直
接
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
す
べ
て

の
利
害
関
係
人
の
た
め
に
実
質
的
に
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
価
値
を
最
大
化
す
る
と
い
う
義
務
と
の
衝
突
が
生
じ
る
た
め
、
個
別

の
債
権
者
が
取
締
役
に
対
し
て
信
認
義
務
に
基
づ
く
直
接
の
請
求
権
を
有
す
る
余
地
は
な
い
。」
と
述
べ
た）（（（
（

。

　

２　

信
認
義
務
を
負
う
相
手
方

⑴　

受
益
者
が
「
会
社
」
で
あ
る
こ
と
の
意
義

　

平
常
時
の
会
社
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
に
つ
い
て
、
前
記
二
２
の
と
お
り
、
判
例
は
「
会
社
お
よ
び
株
主
」
と
す

る
が
、
株
主
の
原
告
適
格
を
直
接
請
求
と
派
生
的
請
求
の
ど
ち
ら
で
認
め
る
か
は
、
具
体
的
事
実
関
係
に
依
存
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決
は
、
実
質
的
倒
産
に
近
接
す
る
状
態
に
あ
る
会
社
に
お
い
て
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
を
「
会
社
で
あ

る
企
業
」
な
い
し
「
会
社
を
め
ぐ
る
利
益
の
共
同
体
」
と
判
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
Ｐ
Ｒ
Ｇ
判
決
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る

会
社
に
お
い
て
相
手
方
を
債
権
者
と
し
た
。
学
説
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
お
い
て
、
株
主
に
対
す
る
信
認
義
務
が
、
債
権
者
に
対

す
る
信
認
義
務
と
等
位
な
い
し
劣
位
と
な
る
こ
と
に
総
じ
て
批
判
的
で
あ
っ
た）（（（
（

。
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、H

u	&
	

W
estbrook

の
学
説
は
、
株
主
は
株
主
総
会
を
通
じ
て
取
締
役
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、
債
権
者
は
そ
の
よ
う

な
仕
組
み
が
な
く
、
債
権
者
に
対
す
る
信
認
義
務
は
、
会
社
統
治
の
基
本
的
構
造
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し）（（（
（

、
取
締
役
が
ハ
イ

リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
と
な
る
投
資
を
選
択
す
る
問
題
へ
の
対
処
は
倒
産
手
続
の
方
が
優
れ
て
お
り
、
債
権
者
に
対
す
る
信
認
義

務
は
倒
産
手
続
開
始
後
に
の
み
負
う
べ
き
こ
と
指
摘
し
て
い
た）（（（
（

。

　

実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
と
、
信
認
義
務
違
反
に
基
づ
く
請
求
の
原
告
適
格
に
つ
い

て
、Gheew

alla

判
決
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
を
「
会
社
」
と
し
、
債
権
者
は
会
社
が
有
す
る
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請
求
権
を
派
生
的
請
求
と
し
て
の
み
行
使
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
は
明
快
に
な
っ
た
。
な
お
、
参
考
に
他
州
の
状

況
を
見
る
と
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
に
つ
い
て
は
債
権
者
の
み
と
す
る
裁
判
例）（（（
（

、
債
権
者
に
加
え
株
主
も
二
次
的
に
は
相
手
方

と
な
る
旨
の
裁
判
例）（（（
（

、
債
権
者
お
よ
び
株
主
と
す
る
裁
判
例）（（（
（

、
会
社
お
よ
び
債
権
者
と
す
る
裁
判
例）（（（
（

な
ど
、
様
々
で
あ
る
。

⑵　

受
益
者
の
変
動
が
生
じ
る
時
点

　

信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
の
変
動
が
生
じ
る
基
準
と
な
る
時
点
は
、
債
務
者
会
社
が
実
質
的
倒
産
状
態
（insolvency

）
に
陥
っ

た
時
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
意
義
が
問
題
と
な
る
。insolvency

か
否
か
が
問
題
に
な
る
伝
統
的
か
つ
代
表
的
な
場
面
は
、
詐
害

行
為
や
偏
頗
行
為
に
対
す
る
取
消
・
否
認
に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
行
為
が
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
の
要
件
で
あ
り
、
主
に
二
種
類

の
基
準
が
提
唱
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

一
つ
は
、legal	insolvency

ま
た
はbalance	sheet	test

と
呼
ば
れ
る
基
準
で
あ
る
。
こ
の
基
準
はinsolvency

を
「
債
務

者
の
負
債
額
が
公
正
な
評
価
に
よ
る
資
産
額
を
上
回
る
場
合
」
す
な
わ
ち
債
務
超
過
と
定
義
し
て
お
り
、
米
国
倒
産
法
や）（（（
（

、
統
一
州

法
委
員
会
全
国
会
議
（N

ational	Conference	of	Com
m
issioners	on	U

niform
	State	Law

s

）
が
策
定
し
た
統
一
詐
欺
的
譲
渡
法

（U
niform

	Fraudulent	T
ransfer	A

ct

）
（（（
（

）
が
採
用
す
る
。
も
う
一
つ
は
、equitable	insolvency

ま
た
はcash	flow

	test

と
呼
ば

れ
る
基
準
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、insolvency

を
、「
債
務
者
が
、
通
常
の
事
業
の
過
程
で
弁
済
期
に
あ
る
債
務
を
支
払
う
こ
と

が
で
き
な
い
状
態
」
す
な
わ
ち
支
払
不
能
と
す
る）（（（
（

。
統
一
詐
欺
的
譲
渡
法
を
採
択
し
て
い
な
い
州
の
中
に
は
、
取
消
・
否
認
要
件
と

し
て
のinsolvency

の
基
準
と
し
て
採
用
す
る
州
も
あ
る）（（（
（

。

　

一
方
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
の
変
動
を
生
じ
さ
せ
る
要
件
と
し
て
のinsolvency

は
、
取
消
・
否
認
要
件
と
し
て
の

insolvency

と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
、
詐
害
行
為
取
消
の
要
件
に
つ
い
て
は
制
定
法
に
よ
り

legal	insolvency

を
採
用
す
る
が）（（（
（

、
受
益
者
変
動
要
件
と
し
て
のinsolvency
に
つ
い
て
、
前
記Geyer	v.	Ingresoll	
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事
件
判
決
は
、legal	insolvency

とequitable	insolvency

を
選
択
的
に
用
い
る
こ
と
を
可
能
と
し
た）（（（
（

。
と

は
い
え
、
い
ず
れ
の
基
準
も
負
債
や
資
産
、
あ
る
い
は
弁
済
能
力
の
経
済
的
評
価
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
陥
っ
た

時
点
の
認
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い）（（（
（

。

　

ま
た
、
会
社
が
実
質
的
倒
産
状
態
に
近
接
し
て
い
る
が
、
未
だ
そ
れ
に
至
っ
て
い
な
い
場
合）（（（
（

に
つ
き
、Gheew

alla

判
決
は
受
益

者
の
変
動
は
生
じ
な
い
と
し
た
。
会
社
の
経
済
的
状
態
の
悪
化
は
通
常
連
続
的
に
推
移
す
る
こ
と
か
ら）（（（
（

、「
実
質
的
倒
産
に
近
接
し

た
状
態
」
は
基
準
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
な
お
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
以
外
に

insolvency

に
近
接
し
た
状
態
で
の
受
益
者
の
変
動
を
認
め
る
判
例
・
裁
判
例
が
存
在
す
る
州
は
、
数
州
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）（（（
（

。

　

３　

信
認
義
務
の
内
容

　

信
認
義
務
の
内
容
が
、
平
常
時
と
同
様
に
、
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
中
核
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
異
論
は
見
ら
れ
な

い
）
（（（
（

。
し
か
し
、
株
主
利
益
最
大
化
原
則
に
関
し
て
は
、Gheew

alla

判
決
は
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
が
会
社
と
な
る
こ
と
に
伴

い
、
会
社
価
値
最
大
化
義
務
に
変
容
す
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
学
説
で
も
同
様
に
、
会
社
（
企
業
）
価
値）（（（
（

最
大
化
原
則
と
解
す
る

説
が
主
張
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

会
社
価
値
最
大
化
原
則
に
対
し
て
は
、
債
権
者
や
株
主
を
は
じ
め
と
す
る
会
社
を
め
ぐ
る
様
々
な
利
害
関
係
人
の
利
益
を
調
整
す

る
に
あ
た
り
、
具
体
的
考
慮
要
素
や
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
の
困
難
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
会
社
価
値
最
大
化
原
則
を
取

締
役
に
遵
守
さ
せ
る
動
機
付
け
や
履
行
監
督
手
段
に
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
、
取
締
役
に
は
株
主
価
値
最
大
化
義
務
を
課
し
、
債
権

者
に
は
契
約
に
よ
る
自
衛
を
求
め
る
べ
き
と
す
る
学
説）（（（
（

も
存
在
す
る
。

　

４　

経
営
判
断
原
則
の
適
用
の
有
無
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⑴　

適
用
肯
定
説

　

判
例
・
裁
判
例）（（（
（

の
圧
倒
的
多
数
は
、
請
求
の
主
体
が
株
主
で
は
な
く
債
権
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
平
常
時
と
同
様
の
判
断
枠
組
み

に
よ
り
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
行
う
意
思
決
定
に
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
適
用

肯
定
の
理
由
を
具
体
的
に
説
示
し
た
判
例
と
し
て
、
前
記
Ｐ
Ｒ
Ｇ
判
決
が
あ
る
。
同
判
決
は
脚
注
に
お
い
て
、
実
質
的
倒
産
状
態
に

あ
る
会
社
の
取
締
役
は
、
事
業
戦
略
の
収
益
性
と
リ
ス
ク
の
調
和
と
い
う
困
難
な
判
断
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
や
、
債
権
者
の
種
類

は
単
一
で
は
な
く
リ
ス
ク
選
好
も
多
様
に
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
に
よ
る
事
後
的
審
査
は
不
相
当
で
あ
る
旨
を
述
べ
る）（（（
（

。

　

ま
た
、
学
説
の
多
数
も
適
用
肯
定
の
立
場
を
採
る
。
理
由
と
し
て
、
経
営
判
断
に
関
し
て
裁
判
官
は
適
性
を
有
す
る
と
は
い
え
な

い
こ
と）（（（
（

、
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
も
収
益
性
の
高
い
事
業
の
選
択
を
可
能
と
し
な
け
れ
ば
、
結
局
は
会
社
の
損
失
に
繫
が
り
得
る
こ
と）（（（
（

、

取
締
役
が
誠
実
に
行
っ
た
意
思
決
定
に
つ
き
個
人
的
責
任
の
追
及
を
制
限
し
萎
縮
を
防
ぐ
必
要
性
は
、
義
務
の
相
手
方
が
債
権
者
に

代
わ
っ
て
も
同
様
に
存
在
す
る
こ
と）（（（
（

、
裁
判
官
は
判
断
を
誤
っ
た
と
し
て
も
、
取
締
役
と
違
っ
て
市
場
の
力
で
淘
汰
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、
株
主
と
し
て
も
裁
判
官
の
誤
り
よ
り
も
経
営
者
の
誤
り
の
リ
ス
ク
を
次
善
と
考
え
る
こ
と）（（（
（

、
仮
に
信
託
基
金
理
論
を

採
用
す
る
と
し
て
も
、
同
理
論
の
信
託
と
は
広
義
の
信
託
で
あ
り
、
狭
義
の
信
託
受
託
者
と
同
じ
基
準
を
適
用
す
る
必
然
性
は
な
い

こ
と）（（（
（

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

適
用
否
定
説

　

経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
裁
判
例
が
、
連
邦
倒
産
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
事
案

は
、
取
締
役
が
当
該
取
引
に
利
害
関
係
を
有
す
る
な
ど
、
平
常
時
の
会
社
の
株
主
に
よ
る
請
求
で
も
適
用
要
件
を
充
足
し
な
い
事
案

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
倒
産
状
態
を
理
由
に
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
部
分
は
傍
論
に
す
ぎ
ず
、
も
と
よ
り
具
体
的

根
拠
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い）（（（
（

。
学
説
に
も
適
用
否
定
説
が
あ
る
が
、
や
は
り
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い）（（（
（

。
ま
た
、
適
用
を
全
面
的
に
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否
定
し
な
い
が
、
平
常
時
よ
り
も
内
容
的
精
査
の
度
合
い
は
高
く
な
る
と
す
る
学
説
も
あ
る）（（（
（

。

四　

第
一
一
章
手
続
係
属
中
の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務

　

１　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
法
的
地
位

　

第
一
一
章
手
続
は
、
手
続
開
始
後
も
債
務
者
が
財
産
の
管
理
処
分
権
を
有
す
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
型
を
原
則
と
し
（
米
国
倒
産
法
一
一
〇
七

条
⒜
）、
裁
判
所
が
管
財
人
選
任
命
令
を
発
す
る
の
は
、
前
記
一
で
述
べ
た
と
お
り
、
例
外
的
場
合
に
限
ら
れ
る
（
同
法
一
一
〇
四
条

⒜
）。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
管
財
人
と
同
様
の
権
利
・
権
能
を
有
し
、
職
務
・
義
務
を
負
担
す
る
（
同
法
一
一
〇
七
条
⒜
））

（（（
（

。
具
体
的
に
は
、
管

財
人
の
職
務
を
列
挙
し
た
同
法
一
一
〇
六
条
や
、
債
務
者
の
事
業
継
続
権
限
に
つ
い
て
の
同
法
一
一
〇
八
条
な
ど
が
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
も
適

用
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
債
務
者
の
倒
産
手
続
開
始
前
後
の
地
位
の
相
違
に
着
目
し
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
倒
産
手
続
開
始
に
よ
っ
て
新
た
な
法
主
体
性

を
取
得
す
る
と
す
る
新
法
主
体
理
論
（new

	entity	theory

）
が
、
か
つ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
理
論
は
、
旧
法
下
の
再
建
型

手
続
に
関
す
る
裁
判
例
で
散
見
さ
れ
た
が）（（（
（

、
現
行
米
国
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、N

LRB	v.	

Bildisco	&
	Bildisco

事
件
判
決
（
連
邦
最
高
裁
判
所
、
一
九
八
四
年）

（（（
（

）
が
、
未
履
行
契
約
の
引
受
・
拒
絶
に
関
す
る
事
案
に
お
い
て
、

Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
手
続
開
始
前
と
同
一
の
法
主
体
で
あ
る
債
務
者
が
、
倒
産
法
に
よ
る
特
別
の
権
限
と
責
任
を
付
与
さ
れ
た
も
の
と
判
示
し

て
）
（（（
（

、
新
法
主
体
理
論
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た）（（（
（

。

　

２　

受
認
者
と
し
て
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ

⑴　

管
財
人
や
取
締
役
の
信
認
義
務
と
の
関
係
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倒
産
手
続
に
お
け
る
管
財
人
（trustee

）
が
、
債
務
者
の
財
産
に
つ
き
受
認
者
と
し
て
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
現
行
米
国
倒

産
法
以
前
か
ら
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
前
記
１
の
と
お
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
第
一
一
章
手
続
の
管
財
人
と
同
様
の
権
利
義
務

を
有
し
て
い
る
が
、
信
認
義
務
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る）（（（
（

。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
職
務
は
法
人
の
機
関
が
担
い

そ
の
義
務
も
負
う
こ
と
に
な
る）（（（
（

。

　

す
な
わ
ち
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
株
式
会
社
の
取
締
役
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
と
し
て
の
信
認
義
務
に
加
え
、
株
式
会
社
の
意
思
決
定
機
関
と
し

て
の
信
認
義
務
も
負
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
が
負
う
信
認
義
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
章
手
続
の
管
財
人
や
、
倒

産
手
続
開
始
前
の
取
締
役
と
の
異
同
に
着
目
し
た
分
析
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
は
管
財
人
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
概
観
す

る
。

⑵　

管
財
人
の
信
認
義
務

　

米
国
倒
産
法
が
規
定
す
る
倒
産
手
続
の
う
ち
、
清
算
手
続
（
同
法
第
七
章
）
は
、
管
財
人
を
債
務
者
財
産
の
管
理
処
分
を
行
う
必

要
的
機
関
と
し
（
同
法
七
〇
一
条
、
七
〇
二
条
、
七
〇
四
条
）、
定
期
的
収
入
の
あ
る
個
人
を
対
象
と
す
る
再
建
手
続
（
同
法
第
一
三

章
）
は
、
債
務
者
に
対
す
る
監
督
機
関
と
し
て
管
財
人
を
必
要
的
機
関
と
す
る
（
同
法
一
三
〇
二
条
）。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
一
章
手

続
は
Ｄ
Ｉ
Ｐ
型
を
原
則
と
す
る
た
め
、
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
事
件
は
比
較
的
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
管
財
人
の

信
認
義
務
を
め
ぐ
る
判
例
・
裁
判
例
も
、
必
然
的
に
第
七
章
手
続
や
第
一
三
章
手
続
の
管
財
人
の
事
案
が
中
心
で
あ
り
、
第
一
一
章

手
続
の
管
財
人
特
有
の
議
論
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
手
続
の
管
財
人
に
共
通
す
る
議
論
は
、
必
ず
し
も
豊
富
で
は
な
い
。

　

管
財
人
の
負
う
信
認
義
務
が
、
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
判
例
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い

る
）
（（（
（

。
他
方
で
、
信
託
受
託
者
で
は
見
ら
れ
な
い
倒
産
管
財
人
特
有
の
論
点
と
し
て
、
①
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
で
あ
る
受
益
者
の

範
囲
、
②
注
意
義
務
違
反
の
責
任
の
成
立
に
要
す
る
故
意
や
過
失
の
程
度
、
③
裁
判
所
の
許
可
・
承
認
に
よ
る
責
任
免
除
の
要
件
に
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つ
い
て
、
判
例
・
裁
判
例
等
で
議
論
が
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ
ら
の
う
ち
①
に
つ
い
て
は
、
一
般
債
権
者
や
優
先
債
権
者
を
受
益
者
と

す
る
裁
判
例
や
、
担
保
付
債
権
者
や
債
務
者
に
対
し
て
も
一
定
の
状
況
で
は
信
認
義
務
を
負
う
と
し
た
裁
判
例
が
散
見
さ
れ
る）（（（
（

。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
第
一
審
レ
ベ
ル
で
、
判
示
内
容
も
第
七
章
手
続
の
具
体
的
事
案
に
即
し
た
判
断
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

第
一
一
章
手
続
に
も
妥
当
す
る
普
遍
性
が
あ
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
七
章
手
続
は
事
業
を
終

了
し
総
財
産
を
換
価
し
た
上
で
、
法
定
の
優
先
順
位
に
従
っ
て
配
当
を
行
う
手
続
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
管
財
業
務
に
お
け
る
利
害
調

整
的
な
裁
量
の
範
囲
が
第
一
一
章
手
続
に
比
べ
る
と
狭
く
、
信
認
義
務
が
争
わ
れ
る
余
地
が
少
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
②
に
つ
い
て
も
、
判
例
は
主
に
第
七
章
手
続
の
管
財
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
り）（（（
（

、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
が
よ
り
直
接
的
に

問
題
と
な
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
に
対
し
、
直
ち
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
、
第
一
一
章
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
や
、
経
営
判
断
原
則

の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
の
議
論
の
多
く
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
の
直
接
の
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

⑶　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
に
関
す
る
判
例

　

こ
こ
で
採
り
上
げ
る
三
件
の
判
例
の
概
要
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
と
、
①W

olf	v.	W
einstein

事
件
判
決
は
、
一
九
三
八
年
改

正
（
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
法
）
後
の
一
八
九
八
年
連
邦
破
産
法
第
Ｘ
章
手
続
（
会
社
再
建
手
続
）
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
オ
フ
ィ

サ
ー
に
つ
い
て
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
で
あ
り
、
②Com

m
odity	Futures	T

rading	Com
m
ission	v.	W

eintraub

事
件
判

決
は
、
米
国
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
の
管
財
人
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
判
断
す
る
中
で
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
に
関
す
る
説
示
を
し

た
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
で
あ
る
。
ま
た
、
③In	re	Schipper
事
件
判
決
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
と
、
信
託
受
託
者
の
信
認

義
務
や
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
示
し
た
連
邦
控
訴
裁
判
所
判
決
で
あ
る
。

　

⒜　

W
olf	v.	W

einstein

事
件
判
決
（
連
邦
最
高
裁
判
所
、
一
九
六
三
年
）（
以
下
「W

olf

判
決
」
と
い
う）

（（（
（

）



73

アメリカ合衆国連邦倒産法第一一章手続におけるＤＩＰの職務遂行規範

【
事
案
】

　

会
社
再
建
手
続
を
主
宰
し
て
い
た
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
社
長
と
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
以
下
「
Ｇ
Ｍ
」
と

い
う
）
が
、
手
続
係
属
中
に
、
連
邦
破
産
法
の
規
定
に
違
反
し
て
債
務
者
の
株
式
の
取
引
を
し
た
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
同
人
ら

の
事
業
活
動
の
禁
止
や
、
Ｇ
Ｍ
の
解
任
命
令
等
を
発
し
た
。
不
服
申
立
て
を
受
け
た
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
こ
の
命
令
を

破
棄
し
た
が
、
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
判
所
に
裁
量
上
訴
の
申
立
て
が
さ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
社
長
と
Ｇ
Ｍ
が
連
邦
破
産
法

の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
を
認
定
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
原
審
に
差
戻
し
を
し
た
が
、
社
長
と
Ｇ
Ｍ
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
以
下

の
と
お
り
判
示
し
た
。

【
判
旨
】（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

　
「
債
務
者
に
よ
る
占
有
の
継
続
は
、［
一
九
三
八
年
改
正
後
の
一
八
九
八
年
］
連
邦
破
産
法
一
五
六
条
に
根
拠
を
有
す
る
が
、
裁
判
所

の
判
断
に
よ
っ
て
終
了
し
、
同
法
一
五
九
条
に
よ
り
中
立
的
な
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
債
務
者
が
占
有
を

継
続
す
る
場
合
、
債
務
者
会
社
は
、
本
質
的
に
は
管
財
人
と
同
様
の
信
認
義
務
を
債
権
者
に
対
し
負
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
加
え
て
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
債
務
者
会
社
が
再
建
手
続
で
履
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
は
、
同
法
一
八
八
条
に
よ
っ
て
管
財

人
に
課
さ
れ
る
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
受
認
者
と
し
て
の
責
任
は
、
実
際
上
、
事
業
を
終
了
し
た
会
社
で
は
生
じ
な
い
が
、
裁
判

所
の
監
督
の
下
で
債
務
者
の
事
業
を
行
う
経
営
的
従
業
員
や
オ
フ
ィ
サ
ー
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

条
文
上
は
争
い
の
余
地
は
な
い
と
見
え
る
が
、
仮
に
管
財
人
が
同
法
二
四
九
条
（
筆
者
注
：
倒
産
手
続
上
の
職
務
に
起
因
す
る
費
用
の

支
払
手
続
に
関
す
る
規
定
）
の
意
味
に
お
い
て
受
認
者
で
あ
る
な
ら
、
管
財
人
に
類
似
す
る
職
務
に
従
事
し
、
類
似
す
る
義
務
を
債

権
者
と
株
主
に
対
し
負
う
者
は
、
論
理
一
貫
性
に
よ
り
異
な
る
取
扱
い
が
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い）（（（
（

。」

　

⒝　

Com
m
odity	Futures	T

rading	Com
m
ission	v.	W

eintraub

事
件
判
決
（
連
邦
最
高
裁
判
所
、
一
九
八
五
年
）（
以
下

「W
eintraub

判
決
」
と
い
う）

（（（
（

）
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【
事
案
】

　

原
告
・
裁
量
上
訴
申
立
人
で
あ
る
米
国
商
品
先
物
取
引
委
員
会	

（
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
は
、
訴
外Chicago	D

iscount	Com
m
odity	

Brokers 	

（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
」
と
い
う
）
に
よ
る
商
品
取
引
法
違
反
を
主
張
し
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
Ｃ
Ｄ

Ｃ
Ｂ
の
唯
一
の
取
締
役
兼
オ
フ
ィ
サ
ー
は
同
意
判
決
を
成
立
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
裁
判
所
は
レ
シ
ー
バ
ー
を
選
任
し
た
。
こ
の

レ
シ
ー
バ
ー
は
、
後
に
開
始
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
の
第
七
章
手
続
に
お
い
て
管
財
人
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

被
告
・
被
申
立
人
で
あ
るW

eintraub

は
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
の
か
つ
て
の
顧
問
弁
護
士
で
あ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
が
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
に
関
す
る
調

査
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
デ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
出
頭
し
た
が
、
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
を
主
張
し
て
一
部
の
質
問
に
対
す
る
証
言
を

拒
絶
し
た
。
そ
こ
で
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
の
管
財
人
か
ら
、
同
人
が
レ
シ
ー
バ
ー
と
し
て
選
任
後
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
通
信
に

つ
い
て
、
秘
匿
特
権
の
放
棄
を
受
け
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、W

eintraub

に
対
し
証
言
を
命
じ
た
保
安
官
の
命
令
を
支
持
し

た
が
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
倒
産
管
財
人
は
、
債
務
者
が
倒
産
手
続
開
始
前
に
行
っ
た
通
信
に
関
す
る
秘
匿
特
権
を
放
棄
す
る
権

限
を
有
し
な
い
と
し
て
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
会
社
で
あ
る
債
務
者
の
管
財
人
は
、
会
社
と
弁
護
士
の

間
の
倒
産
手
続
開
始
前
の
通
信
に
関
す
る
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
を
放
棄
す
る
権
限
を
有
す
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
が
、

Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
傍
論
と
し
て
以
下
の
と
お
り
説
示
し
た
。

【
判
旨
】（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

　
「
第
一
に
、
管
財
人
は
、
債
権
者
と
株
主
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
。
第
二
に
、
被
申
立
人
は
、
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
に
対

す
る
支
配
が
、
株
主
が
選
任
し
た
者
の
も
と
に
残
存
す
る
理
由
を
説
明
し
て
い
な
い
。

　

…
…
被
申
立
人
は
、
仮
に
債
務
者
が
占
有
を
継
続
し
て
い
れ
ば
、
換
言
す
れ
ば
管
財
人
が
選
任
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者

の
取
締
役
は
、
管
財
人
が
債
権
者
と
株
主
に
対
し
て
負
う
の
と
本
質
的
に
同
様
の
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
（W

olf

判
決
）
を
看
過
し

て
い
る
。
実
際
に
、
裁
判
所
が
債
務
者
に
占
有
を
継
続
さ
せ
る
意
向
は
、
オ
フ
ィ
サ
ー
等
の
経
営
者
的
従
業
員
が
、
管
財
人
の
受
認
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者
と
し
て
の
責
任
を
実
行
可
能
で
あ
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
（
同
判
決
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
経
営
者
は
、
株
主

に
限
ら
ず
す
べ
て
の
当
事
者
を
公
正
に
扱
う
義
務
に
合
致
し
て
、
会
社
の
弁
護
士
依
頼
者
秘
匿
特
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
管
財
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
秘
匿
特
権
は
全
て
の
関
係
者
に
対
し
負
う
信
認
義
務
と
調

和
し
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（（
（

。」

　

⒞　

In	re	Schipper

事
件
判
決
（
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
一
九
九
一
年）

（（（
（

）

【
事
案
】

　

第
一
一
章
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
た
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
るSchipper

（
自
然
人
）
は
、
財
団
に
属
す
る
不
動
産
を
、
米
国
倒
産
法
三
六

三
条
に
よ
り
自
身
の
両
親
に
売
却
し
た
。
こ
の
不
動
産
に
関
し
て
は
、
第
一
一
章
手
続
の
申
立
前
に
、
後
の
売
却
価
格
の
五
倍
以
上

の
価
格
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
購
入
申
出
が
存
在
し
て
い
た
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
こ
の
こ
と
を
、
大
口
債
権
者
で
あ
り
前
記
不
動
産
の
評

価
を
行
っ
て
い
た
銀
行
に
告
げ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
銀
行
は
低
額
の
評
価
を
し
、
売
却
に
も
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
が
、
前

記
不
動
産
の
購
入
者
が
、
後
に
購
入
価
格
の
五
倍
近
い
価
格
で
転
売
し
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
銀
行
が
転
売
利

益
の
剥
奪
を
求
め
て
裁
判
所
に
不
服
申
立
て
を
し
た
。
連
邦
倒
産
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
不
服
申
立
て
を
退
け
、
連

邦
控
訴
裁
判
所
も
こ
れ
を
是
認
し
た
。

【
判
旨
】

　
「
倒
産
裁
判
所
は
、Schipper

の
信
認
義
務
と
三
六
三
条
の
要
件
の
双
方
に
つ
き
、
本
件
売
却
に
あ
て
は
め
て
検
討
を
行
い
、
双

方
に
つ
い
て
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
…
…Schipper
の
債
権
者
に
対
す
る
一
般
的
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
倒
産
裁

判
所
は
州
法
に
お
け
る
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務
を
類
推
し
た
が
、
こ
れ
は
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
資
産
売
却
を
行
う
際
の
信
認
義
務
に
つ
き
、

判
例
法
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
類
推
に
よ
り
、
倒
産
裁
判
所
は
、
本
件
売
却
は
誠
実
に
行
わ
れ
、
独
立
当
事

者
間
取
引
の
す
べ
て
の
指
標
を
備
え
て
い
る
と
し
て
、Schipper

に
は
信
認
義
務
や
、
公
正
の
一
般
的
要
請
の
違
反
は
存
在
し
な
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い
と
し
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
も
こ
の
結
論
に
す
べ
て
同
意
し
て
お
り
、
当
裁
判
所
も
同
意
す
る
。

　

銀
行
は
、
裁
判
所
はShipper

に
つ
い
て
取
締
役
よ
り
厳
格
な
信
託
受
託
者
の
基
準
で
義
務
違
反
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
あ
っ

た
の
に
、
債
権
者
に
対
す
る
義
務
の
十
分
な
履
行
の
有
無
を
判
断
し
て
い
な
い
旨
を
主
張
す
る
が
、
信
託
受
託
者
の
基
準
が
正
し
い

と
す
る
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
…
銀
行
が
、
信
託
基
準
を
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
適
用
し
た
判
例
を
一
件
も
引
用
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
よ

う
な
判
例
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
米
国
倒
産
法
の
下
で
は
、
財
団
の
資
産
を
売
却
し
よ
う
す
る
Ｄ
Ｉ

Ｐ
は
、
信
認
義
務
や
、
そ
の
他
の
債
権
者
保
護
の
た
め
の
手
続
を
充
足
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
義
務
や
手
続
は
、

信
託
受
託
者
の
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
を
あ
え
て
追
加
し
な
く
て
も
、
十
分
で
あ
る）（（（
（

。」

　

３　

信
認
義
務
を
負
う
相
手
方

⑴　

判
例
の
分
析

　

W
olf

判
決
とW

eintraub

判
決
は
、
①
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
負
う
信
認
義
務
の
内
容
は
、
管
財
人
と
同
様
で
あ
る
こ
と
、
②
信
認
義
務
を

負
う
相
手
方
は
、
債
権
者
と
株
主
で
あ
る
こ
と）（（（
（

、
③
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
取
締
役
や
、
オ
フ
ィ
サ
ー
等
の
経
営
的

従
業
員
が
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
を
判
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
で
あ
り
相
応
の
権
威
を
有
す
る
が
、
以
下
の

点
を
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
両
判
決
の
判
断
は
傍
論
的
で
あ
る
。W

olf

判
決
の
直
接
の
争
点
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
や
経
営
的
従
業
員
が
、
費
用
の

支
払
手
続
に
必
要
な
連
邦
破
産
法
所
定
の
手
続
を
履
践
し
た
か
否
か
の
点
で
あ
り
、
取
締
役
等
が
行
っ
た
事
業
上
の
意
思
決
定
の
内

容
の
当
否
自
体
が
問
わ
れ
た
事
案
で
は
な
い
。
ま
た
、W

eintraub
判
決
も
、
管
財
人
に
関
す
る
事
案
に
お
い
て
、
管
財
人
の
権

限
と
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
権
限
を
対
比
す
る
中
で
信
認
義
務
が
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

加
え
て
、
両
判
決
は
一
九
八
〇
年
代
以
前
の
比
較
的
古
い
判
例
で
あ
り
、
そ
の
後
の
議
論
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
前
記
三
１
で



77

アメリカ合衆国連邦倒産法第一一章手続におけるＤＩＰの職務遂行規範

述
べ
た
と
お
り
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
で
は
一
九
九
一
年
の
ク
レ

デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決
を
契
機
に
議
論
が
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
は
連
邦
倒
産
法
の
問
題
で
あ
り
、
倒
産
手
続
開

始
前
の
会
社
に
関
す
る
州
法
は
拘
束
力
を
有
し
な
い
が
、
説
得
的
法
源
（persuasive	authority

）
と
し
て
の
影
響
力
を
有
す
る
た

め
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
の
議
論
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、In	re	Schipper

事
件
判
決
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認

義
務
が
管
財
人
と
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
の
基
準
が
信
託
受
託
者
と
同
様
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
と
し
て
、
会
社
の
取
締
役
に
関
す
る
基
準
が
妥
当
す
る
旨
を
判
示
し
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

⑵　

管
財
人
や
倒
産
手
続
開
始
前
の
会
社
の
取
締
役
と
の
比
較

　

実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
の
取
締
役
が
負
う
信
認
義
務
に
つ
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
で
は
、
二
〇
〇
七
年
のGheew

alla

判

決
が
、
義
務
を
負
う
相
手
方
を
「
会
社
」
と
し
て
お
り
、
株
主
や
債
権
者
な
ど
特
定
の
利
害
関
係
人
の
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
こ
と
を

明
確
に
し
て
い
る
。W

eintraub

判
決
以
降
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
の
下
級
審
裁
判
例
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
連
邦
倒
産
裁
判
所
や

連
邦
地
方
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
を
「
財
団
」（estate

）」「
利
害
関
係
人
全
体
（all	the	

constituents

）」「
利
益
の
共
同
体
（com

m
unity	of	interests

）」
な
ど
の
概
念
で
表
現
し
た
裁
判
例）（（（
（

が
現
れ
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ
ら
の

裁
判
例
の
文
言
は
、Gheew

alla

判
決
の
「
会
社
」
と
は
異
な
る
が
、
株
主
や
債
権
者
に
加
え
、
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
も
含
ま
れ

る
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
判
決
以
降
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
の
議
論
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
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４　

信
認
義
務
の
内
容

⑴　

財
団
価
値
最
大
化
原
則

　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
、
倒
産
手
続
開
始
前
の
会
社
の
取
締
役
や
管
財
人
と
同
様
に
、
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
中
核

と
す
る
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
、W

olf

判
決
とW

eintraub

判
決
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
ま
た
、
実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
の

取
締
役
が
負
う
会
社
価
値
最
大
化
原
則
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
は
、
財
団
す
な
わ
ち
利
害
関
係
人
全
体
の
た
め
に
会
社

価
値
の
最
大
化
を
図
る
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
る）（（（
（

。
第
一
一
章
手
続
は
事
業
継
続
を
前
提
と
す
る
手
続
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う

財
団
の
価
値
と
は
継
続
企
業
価
値
を
意
味
す
る）（（（
（

。
な
お
、
第
七
章
手
続
の
管
財
人
に
つ
い
て
は
、
米
国
倒
産
法
七
〇
四
条
⒜
⑴
が
、

管
財
人
に
よ
る
財
団
の
収
集
・
換
価
業
務
の
遂
行
に
つ
い
て
、
利
害
関
係
人
の
利
益
に
最
も
適
合
す
べ
き
方
法
に
よ
る
旨
を
規
定
し

て
い
る
が
、
第
一
一
章
手
続
に
は
準
用
さ
れ
て
い
な
い
（
同
法
一
一
〇
六
条
⒜
⑴
参
照
）。
こ
れ
は
、
第
一
一
章
手
続
が
事
業
継
続
を

前
提
と
し
、
総
財
産
の
換
価
清
算
を
通
常
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
利
害
関
係
人
の
利
益
を
最
大
化
す
べ
き
理
念
を
否
定
す

る
趣
旨
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

受
益
者
間
の
利
害
調
整
指
針

　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
経
済
的
苦
境
か
ら
の
再
建
途
上
で
あ
り
、
株
主
、
債
権
者
、
経
営
者
、
従
業
員
な
ど
の
関
係
者
間
の
利
害
対
立
が
不
可

避
的
に
生
じ
る
が
、
利
害
調
整
の
仕
組
み
は
、
そ
も
そ
も
第
一
一
章
手
続
自
体
が
具
備
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
再
建
型
手
続
で
あ

る
第
一
一
章
手
続
で
は
、
再
建
計
画
の
作
成
か
ら
認
可
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
権
利
内
容
や
優
先
順
位
が
異
な
る
多
種
多
様
な
関

係
者
の
利
害
の
公
正
か
つ
衡
平
な
調
整
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
再
建
計
画
以
外
に
も
、
自
動
的
停
止
か
ら
の
解
放
、
未
履
行
契
約
の

引
受
ま
た
は
拒
絶
、
債
権
の
認
否
な
ど
、
裁
判
所
に
よ
る
利
害
調
整
の
仕
組
み
が
随
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
手
続
的
規
定
が
あ
る
と
し
て
も
、
利
害
関
係
人
間
の
利
害
調
整
の
た
め
の
実
体
的
な
指
針
を
考
察
す
る
こ
と
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は
、
財
団
価
値
最
大
化
原
則
の
内
容
を
具
体
化
し
、
信
認
義
務
に
合
致
し
た
職
務
遂
行
規
範
を
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、

有
益
と
思
わ
れ
る）（（（
（

。
以
下
で
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
の
会
社
や
、
第
一
一
章
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
、
利
害
関
係

人
間
の
利
害
を
調
整
す
る
た
め
の
実
体
的
な
指
針
に
関
す
る
学
説
を
紹
介
す
る）（（（
（

。

　

⒜　

N
im

m
er	&

	Feinberg

の
学
説）（（（
（

　

こ
の
説
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
負
う
、
債
権
者
に
対
す
る
倒
産
法
上
の
信
認
義
務
と
、
株
主
に
対
す
る
会
社
の
機

関
と
し
て
の
信
認
義
務
は
内
在
的
に
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
締
役
は
合
理
的
理
由
に
基
づ
き
、
均
衡
が
と
れ
、
公
正

な
方
法
に
よ
り
調
整
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
実
体
的
な
調
整
内
容
に
つ
い
て
は
裁
量
を
有
し
て
い
る
と
す
る）（（（
（

。

　

こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
利
益
調
整
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
趣
旨
に
は
賛
同
で
き
る
が
、
調
整
内
容
に
つ
い
て
の
具
体

的
指
針
を
提
供
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る）（（（
（

。

　

⒝　

Case

の
学
説）（（（
（

　

こ
の
説
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
に
は
、
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
に
加
え
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
利
害
関
係
人
の
グ
ル
ー
プ
間
の

利
益
衝
突
を
調
整
す
る
義
務
も
含
ま
れ
る
と
し）（（（
（

、
利
害
調
整
の
基
準
と
し
て
以
下
の
三
種
類
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
「
株

主
優
先
理
論
」（pro	equity	theory

）
す
な
わ
ち
、
平
常
時
の
会
社
と
同
様
に
株
主
の
利
益
を
他
者
よ
り
優
先
さ
せ
る
基
準
、
②

「
債
権
者
優
先
理
論
」（pro	creditor	theory

）
す
な
わ
ち
、
倒
産
実
体
法
上
の
絶
対
優
先
原
則
を
具
体
化
し
た
基
準
、
③
「
利
害
関

係
人
間
調
停
理
論
」（stakeholder-m

ediator	theory

）
は
、
注
意
義
務
に
合
致
す
る
こ
と
、
取
締
役
の
個
人
的
利
益
と
の
衝
突
を

生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
、
利
害
関
係
人
に
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
均
衡
に
配
慮
し
た
公
正
で
合
理
的
理
由
に
基
づ
い
た
利
害

調
整
で
あ
る
こ
と
を
要
素
と
す
る
基
準
で
あ
る
。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
い
ず
れ
か
一
つ
を
基
準
と
し
て
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
小
規
模
閉
鎖

的
会
社
で
は
①
、
清
算
を
主
に
志
向
す
る
場
合
は
②
、
大
規
模
公
開
会
社
で
は
③
が
適
す
る
場
合
が
多
い
と
す
る）（（（
（

。

　

こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
複
数
の
基
準
を
選
択
可
能
な
た
め
、
利
害
関
係
人
の
予
測
可
能
性
に
欠
く
こ
と
や
、
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再
建
手
続
は
交
渉
と
妥
協
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
こ
ろ
、
前
記
①
②
の
基
準
は
特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
み
を
絶
対
的
に
優
先
さ
せ
る
点

が
信
認
義
務
の
理
念
に
合
致
せ
ず）（（（
（

、
結
局
③
の
み
が
正
当
な
基
準
と
解
さ
れ
る
こ
と
や）（（（
（

、
株
主
、
債
権
者
な
ど
各
グ
ル
ー
プ
内
で
の

利
害
の
多
様
性
を
看
過
し
て
い
る
こ
と）（（（
（

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

⒞　

K
elch

の
学
説）（（（
（

　

こ
の
説
は
、
信
認
義
務
の
内
容
は
不
明
確
で
あ
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
職
務
遂
行
上
の
指
針
と
は
な
り
得
な
い
と
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、

利
害
関
係
人
間
の
調
整
方
法
と
し
て
、「
当
事
者
対
抗
モ
デ
ル
（adversary	m

odel

）」
を
提
案
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
利
害
関
係

人
間
の
調
整
は
、
当
事
者
対
抗
の
構
造
を
採
る
米
国
倒
産
法
所
定
の
手
続
（
例
え
ば
、
自
動
的
停
止
か
ら
の
解
放
（
三
六
二
条
）
や
、

財
団
資
産
の
通
常
の
事
業
の
過
程
外
で
の
売
却
等
（
三
六
三
条
⒝
⑴
））
に
お
い
て
、
利
害
関
係
人
が
自
己
の
最
善
の
利
益
を
追
求
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
理
想
的
結
論
が
得
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
説
はCase

の
前
記
③
の
基
準
と
一
見
類
似
す
る
が
、
取
締

役
の
実
体
的
な
中
立
義
務
を
前
提
と
せ
ず
、
個
人
的
利
益
と
財
団
の
利
益
と
の
対
立
を
内
在
的
な
も
の
と
し
て
一
定
範
囲
で
許
容
す

る
こ
と
等
が
異
な
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
信
認
義
務
の
職
務
遂
行
規
範
と
し
て
の
役
割
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
へ
の
懐
疑
や）（（（
（

、
利
害
調

整
の
内
容
的
指
針
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
の
指
摘
が
あ
る）（（（
（

。

　

⒟　

LoPucki	&
	W

hitford

の
学
説）（（（
（

　

こ
の
説
は
、
倒
産
状
態
に
あ
る
会
社
の
問
題
点
と
し
て
、
株
主
は
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
取
引
を
好
む
傾
向
が
あ
る
の

に
対
し
、
債
権
者
と
り
わ
け
優
先
債
権
者
は
リ
ス
ク
の
少
な
い
取
引
を
好
む
傾
向
が
あ
り
、
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
者
と
損
失
を
被

る
者
が
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
是
正
す
る
方
法
と
し
て
、
負
債
の
株
式
化
の
ほ
か）（（（
（

、
リ
ス
ク
補
償
給
付
（risk	

com
pensation	paym

ent

）
を
提
唱
す
る
。

　

リ
ス
ク
補
償
給
付
と
は
、
あ
る
事
業
計
画
の
リ
ス
ク
が
現
実
化
し
た
場
合
に
比
例
的
弁
済
の
期
待
額
が
減
少
す
る
者
に
対
し
、
同
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計
画
に
よ
っ
て
比
例
的
弁
済
の
期
待
額
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
者
が
行
う
べ
き
金
銭
給
付
で
あ
る
。
こ
の
給
付
は
、
優
先
順
位

が
上
位
の
債
権
者
が
引
き
受
け
る
追
加
的
な
リ
ス
ク
を
、
将
来
予
測
に
基
づ
き
概
算
的
に
補
償
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
存
の
制
度
で

は
、
自
動
的
停
止
（
米
国
倒
産
法
三
六
二
条
）
や
、
財
団
の
使
用
・
売
却
・
賃
貸
（
同
法
三
六
三
条
）
等
の
場
面
に
お
け
る
、
担
保
権

者
等
に
対
す
る
適
切
な
保
護
（adequate	protection

）（
同
法
三
六
一
条
）
と
類
似
性
を
有
す
る
と
す
る
。
ま
た
、
手
続
上
の
根
拠

は
、
裁
判
所
が
倒
産
手
続
に
関
し
必
要
ま
た
は
適
切
な
命
令
や
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
一
般
的
規
定
（
同
法
一
〇
五
条
）

で
あ
り
、
同
規
定
に
従
い
、
裁
判
所
に
対
し
債
務
者
の
取
締
役
や
利
害
関
係
人
か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
、
事
業
計
画
を
推
進

す
る
者
と
利
害
関
係
人
と
の
交
渉
が
促
さ
れ
、
合
意
が
成
立
し
た
場
合
は
こ
れ
を
裁
判
所
に
提
出
し
承
認
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る）（（（
（

。

　

こ
の
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
補
償
給
付
額
を
算
定
す
る
前
提
事
実
と
な
る
、
事
業
成
功
の
確
率
や
、
期
待
さ
れ
る
収
益
の
評

価
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
最
終
的
に
企
業
財
務
の
専
門
家
と
は
い
え
な
い
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
の
不
当
性）（（（
（

や
、
給
付
が
行
わ

れ
た
と
し
て
も
、
受
領
し
た
者
が
そ
の
後
の
手
続
に
協
力
的
に
な
る
保
証
は
存
在
し
な
い
た
め
、
当
事
者
の
任
意
の
合
意
で
あ
れ
ば

と
も
か
く
、
裁
判
所
に
よ
る
強
制
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

５　

経
営
判
断
原
則
の
適
用
の
有
無

⑴　

適
用
肯
定
説

　

第
一
一
章
手
続
の
管
財
人
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
る
が
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
肯
定
す
る
理
由
を
詳
細
に
説
示
し
た
裁
判
例

と
し
て
、In	re	Curlew

	V
alley	A

ssociates

事
件
判
決
（
ユ
タ
地
区
倒
産
裁
判
所
、
一
九
八
一
年）

（（（
（

）
が
あ
る
。
本
件
は
、
牧
草
栽

培
等
の
農
業
に
従
事
し
て
い
た
債
務
者
に
つ
き
開
始
さ
れ
て
い
た
第
一
一
章
手
続
に
お
い
て
、
管
財
人
が
、
債
務
者
が
生
産
し
た
干

し
草
の
出
荷
形
態
を
変
更
し
た
と
こ
ろ
、
債
務
者
が
管
財
人
の
判
断
の
過
誤
を
理
由
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
管
財
人
の
行
為
の
差
止
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め
、
ま
た
は
管
財
人
解
任
の
申
立
て
を
行
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
管
財
人
に
よ
る
合
理
的
な
経
営
判
断
と
し
て
申
立
て
を

退
け
た
。

　

判
旨
は
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
理
由
と
し
て
以
下
の
点
を
挙
げ
て
い
る）（（（
（

。
①
再
建
手
続
は
多
く
の
利
害
の
激
し
い
対
立

に
関
わ
る
た
め
、
債
務
者
の
経
営
に
関
す
る
意
思
決
定
内
容
を
問
題
と
す
る
と
、
裁
判
所
へ
の
異
議
申
立
て
の
氾
濫
が
生
じ
、
財
団

の
迅
速
な
管
理
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
再
建
手
続
は
、
管
財
人
、
債
権
者
委
員
会
、
債
務
者
や
同
人
ら
の
専
門
家
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
、
い
わ
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
交
渉
で
あ
り
、
司
法
の
介
入
は
、
必
要
な
交
渉
を
阻
害
し
、
ひ
い
て
は
第
一
一
章
手
続

の
自
治
的
統
制
と
い
う
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
③
裁
判
官
は
経
営
に
関
す
る
決
定
の
法
的
判
断
は
可
能
だ
が
、
経
営
方

針
の
当
否
自
体
を
判
断
す
る
適
性
を
有
し
て
い
な
い
。
④
倒
産
法
改
正
時
の
妥
協
に
よ
り
、
倒
産
裁
判
所
の
運
営
作
用
と
判
断
作
用

の
完
全
な
分
離
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
経
営
判
断
へ
の
介
入
を
な
る
べ
く
制
限
す
る
こ
と
が
、
運
営
負
担
軽
減
と
中
立
性
の
目
標
達

成
に
資
す
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
第
一
一
章
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
認
め
た
裁
判
例
は
ブ
レ
イ
ク
ア
ッ
プ
・
フ
ィ
ー

（break-up	fee

）、
す
な
わ
ち
倒
産
手
続
の
開
始
前
に
、
債
務
者
が
締
結
し
て
い
た
事
業
譲
渡
を
含
む
ス
ポ
ン
サ
ー
契
約
に
つ
い
て
、

第
三
者
か
ら
よ
り
有
利
な
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
解
除
す
る
こ
と
に
伴
う
費
用
や
機
会
損
失
を
補
償
す
る
金
銭
の
支
払
基
準

が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
で
散
見
さ
れ
る）（（（
（

。
ま
た
、
経
営
判
断
原
則
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
同
様
の
理
由
で
事
後
的
な
司

法
審
査
を
制
限
し
た
判
例
・
裁
判
例
も
、
未
履
行
契
約
の
引
受
・
拒
絶
（
米
国
倒
産
法
三
六
五
条
）
の
事
案）（（（
（

な
ど
で
散
見
さ
れ
る）（（（
（

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
適
用
を
肯
定
す
る
理
由
を
具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。

　

経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
肯
定
す
る
学
説
は
、
第
一
一
章
手
続
が
開
始
さ
れ
て
も
、
経
営
判
断
原
則
の
正
当
性
を
支
え
る
事
情
は

不
変
で
あ
り
、
米
国
倒
産
法
に
も
不
適
用
の
根
拠
と
な
り
得
る
規
定
が
な
い
こ
と）（（（
（

等
を
理
由
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、
倒
産
状
態
の
会

社
は
、
経
営
上
の
事
項
に
つ
い
て
平
常
時
よ
り
も
困
難
な
決
定
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
や
、
倒
産
手
続
は
総
債
権
者
が
関
与
可
能
な
た
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め
、
取
締
役
が
責
任
追
及
の
訴
訟
を
提
起
さ
れ
る
危
険
が
よ
り
高
い
こ
と
を
理
由
に
、
平
常
時
以
上
に
司
法
に
よ
る
事
後
的
な
責
任

追
及
を
制
限
す
べ
き
と
す
る
学
説）（（（
（

も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

適
用
否
定
説

　

第
一
一
章
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
や
管
財
人
に
つ
い
て
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
明
示
的
に
否
定
し
た
判
例
・
裁
判
例
は
見
当
た
ら
な

い
。
連
邦
地
方
裁
判
所
の
裁
判
例
に
は
、
傍
論
に
お
い
て
、
倒
産
手
続
な
ど
裁
判
所
に
よ
る
財
産
保
護
手
続
の
下
に
あ
る
会
社
に
つ

い
て
、
経
営
判
断
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
が
、
理
由
は
付
さ
れ
て
い
な
い）（（（
（

。

　

な
お
、
第
七
章
手
続
の
管
財
人
に
つ
い
て
、
脚
注
で
の
言
及
に
と
ど
ま
る
が
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
否
定
す
べ
き
こ
と
を
説

示
し
た
判
例
と
し
て
、In	re	Rigden
事
件
判
決
（
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。
同
判
決
は
、
管
財
人

に
は
信
託
受
託
者
と
同
様
に
合
理
的
注
意
と
勤
勉
の
基
準
（reasonable	care	and	due	diligence

）
が
適
用
さ
れ
る
旨
を
判
示
し
た

部
分
の
脚
注
に
お
い
て
、
管
財
人
の
義
務
の
性
質
は
債
務
者
が
自
然
人
か
会
社
か
で
異
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
経
営
判
断
原

則
の
適
用
を
否
定
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る）（（（
（

。
管
財
人
の
事
案
で
あ
り
、
巡
回
区
も
異
な
る
が
、
信
認
義
務
違
反
の
有
無
に
つ
き
信
託

受
託
者
の
基
準
の
適
用
を
否
定
し
た
前
記
２
⑶
⒞
のIn	re	Schipper

事
件
判
決
と
は
異
質
な
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

学
説
に
は
、
少
数
説
で
あ
る
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
負
う
注
意
義
務
は
信
託
受
託
者
と
同
様
の
性
質
と
水
準
で
あ

る
と
し
て
、
信
託
受
託
者
の
注
意
義
務
違
反
の
認
定
に
際
し
て
は
具
体
的
状
況
に
照
ら
し
た
合
理
性
の
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
、

経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
学
説
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
や
管
財
人
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
は
、
そ

の
重
要
性
等
に
応
じ
て
幅
が
収
縮
す
る
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
例
等
で
経
営
判
断
原
則
を
適
用
し
た
事
案
も
、
本
来
は
裁

量
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る）（（（
（

。



84

法学研究	87	巻	12	号（2014：12）
　

６　

小
括

　

第
一
一
章
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
は
、
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
を
中
核
と
す
る
信
認
義
務
を
負
う
受
認
者
で

あ
る
が
、
信
認
義
務
の
事
後
的
な
評
価
規
範
と
し
て
の
機
能
は
、
平
常
時
の
会
社
よ
り
も
さ
ら
に
限
定
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
債
権
者
お
よ
び
株
主
と
す
る
が
、

最
近
の
下
級
審
裁
判
例
は
、
そ
の
後
の
会
社
法
の
議
論
の
発
展
を
反
映
し
、「
財
団
」、「
利
害
関
係
人
全
体
」、「
利
益
の
共
同
体
」

を
相
手
方
と
す
る
。
し
か
る
に
、
受
益
者
に
つ
い
て
最
高
裁
判
例
の
立
場
を
採
る
と
し
て
も
、
一
般
的
に
第
一
一
章
手
続
に
最
も
密

接
な
利
害
関
係
を
持
つ
二
大
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
債
権
者
と
株
主
の
利
害
が
衝
突
す
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
の
基
準
は

そ
も
そ
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
最
近
の
裁
判
例
の
立
場
を
採
る
場
合
は
、
債
権
者
と
株
主
以
外
の
利
害
関
係
人
も
受
益
者
に

含
ん
だ
「
財
団
価
値
最
大
化
原
則
」
と
な
り
、
利
害
調
整
の
基
準
は
や
は
り
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
判
例
お
よ
び
通
説
は
、

第
一
一
章
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
も
、
平
常
時
の
会
社
と
同
様
に
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
肯
定
す
る
た
め
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役

が
行
っ
た
事
業
上
の
意
思
決
定
に
お
い
て
、
利
害
関
係
人
間
の
利
益
衝
突
を
い
か
に
調
整
し
た
と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
、
注
意
義

務
違
反
の
有
無
と
い
う
形
で
は
裁
判
所
に
よ
る
事
後
的
評
価
に
服
さ
な
い
こ
と
に
な
る）（（（
（

。

　

し
か
し
、
信
認
義
務
が
有
す
る
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
の
職
務
遂
行
規
範
と
し
て
の
機
能
は
、
完
全
に
骨
抜
き
に
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
が
会
社
の
利
益
を
犠
牲
に
自
己
の
個
人
的
利
益
を
優
先
さ
せ
る
忠
実
義
務
違
反
の
事
案
は
、
経
営
判
断

原
則
の
要
件
を
充
足
し
な
い
た
め
、
裁
判
所
に
よ
る
事
後
的
評
価
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
注
意
義
務
違
反
に
関
し
、
事
後

的
評
価
規
範
と
し
て
の
機
能
が
制
約
さ
れ
る
と
し
て
も
、
事
前
的
行
為
規
範
と
し
て
の
意
味
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
受
益

者
間
の
利
害
調
整
の
実
体
的
指
針
を
具
体
化
す
る
試
み
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
。
諸
説
の
中
で
も
、
会
社
の
規
模
や
株

式
公
開
の
有
無
に
よ
り
異
な
る
基
準
を
使
い
分
け
る
べ
き
と
す
るCase
の
学
説
（
前
記
４
⑵
⒝
）
や
、
収
益
性
が
高
い
が
リ
ス
ク

も
高
い
事
業
を
行
う
場
合
に
、
リ
ス
ク
補
償
給
付
に
よ
る
調
整
を
行
うLoPucki	&

	W
hitford

の
学
説
（
前
記
４
⑵
⒟
）
は
、
特
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に
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
に
お
い
て
、
米
国
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
職
務
遂
行
規
範
に
つ
き
、
株
式
会
社
で
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締

役
の
信
認
義
務
を
中
心
に
分
析
・
検
討
を
行
っ
た
結
果
は
、
以
下
の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
が
負
う
信
認
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
判
例
お
よ
び
多
数
説
は
、
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
中
核
と
す
る
義
務

で
あ
る
こ
と
や
、
前
者
に
つ
い
て
は
経
営
判
断
原
則
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
点
は
平
常
時
の
取
締
役
と
同

様
で
あ
る
。
他
方
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
が
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
債
権
者
お
よ
び
株
主

と
す
る
が
、
そ
の
後
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
の
判
例
は
、
実
質
的
倒
産
状
態
（insolvency

）
に
あ
る
株
式
会
社
の
取
締
役
が
信

認
義
務
を
負
う
相
手
方
は
会
社
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
に
つ
い
て
も
、
特
定
の
利
害
関
係
人
の
グ

ル
ー
プ
で
は
な
く
、
倒
産
手
続
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
利
益
の
拠
り
所
で
あ
る
「
財
団
」「
利
害
関
係
人
全
体
」、
あ
る
い
は

「
利
益
の
共
同
体
」
な
ど
と
す
る
下
級
審
裁
判
例
が
増
え
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
平
常
時
の
取
締
役
が
負
う
株
主
利
益
最
大
化
原
則
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
に
お
い
て
は
財
団
価
値
最
大
化
原
則

に
変
化
す
る
が
、
財
団
を
め
ぐ
る
多
様
な
利
害
関
係
人
の
利
害
の
対
立
を
合
理
的
に
調
整
す
る
た
め
の
指
針
が
、
学
説
に
お
い
て
議

論
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
再
建
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
人
の
多
様
性
・
利
害
対
立
の
複
雑
性
や
、
将
来
の
収
益
可
能
性
を
予
測
す

る
こ
と
の
困
難
性
ゆ
え
に
指
針
の
定
立
は
容
易
で
は
な
い
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
の
一
般
的
行
為
規
範
と
し
て
の
考
察
は
有
益
と
い

え
る
。

　

最
後
に
、
わ
が
国
に
目
を
転
じ
る
と
、
民
事
再
生
法
が
規
定
す
る
再
生
手
続
も
、
債
務
者
が
手
続
開
始
後
も
業
務
遂
行
権
お
よ
び
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財
産
管
理
処
分
権
を
有
す
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
型
手
続
を
原
則
と
し
て
い
る
（
民
再
三
八
条
一
項
）。
再
生
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
再
生
債

務
者
は
、
業
務
遂
行
権
・
財
産
管
理
処
分
権
の
行
使
や
再
生
手
続
の
追
行
に
つ
き
、
債
権
者
に
対
し
公
平
誠
実
義
務
を
負
う
（
同
条

二
項
）。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
、
公
平
誠
実
義
務
は
実
際
に
業
務
遂
行
権
等
を
行
使
す
る
機
関
で
あ
る
取
締
役
等
が
機

関
と
し
て
の
資
格
で
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
が）（（（
（

、
こ
れ
ら
の
機
関
は
倒
産
手
続
開
始
前
か
ら
有
す
る
組
織
法
上
の
権
限
に
付
随
す
る
、

会
社
や
株
主
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
（
会
社
三
三
〇
条
、
民
六
四
四
条
）
や
忠
実
義
務
（
会
社
三
五
五
条
）
も
負
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｉ

Ｐ
の
取
締
役
の
こ
の
よ
う
な
二
面
的
な
地
位）（（（
（

と
、
利
害
関
係
者
の
多
様
性
か
ら
不
可
避
的
に
存
在
す
る
利
害
対
立
が
顕
在
化
し
た
場

合
、
最
終
的
に
は
具
体
的
事
案
ご
と
に
調
和
点
を
探
る
必
要
が
あ
る
が）（（（
（

、
再
生
債
務
者
や
裁
判
所
が
適
切
な
調
整
を
図
る
た
め
の
一

般
的
行
為
指
針
と
し
て）（（（
（

、
米
国
倒
産
法
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
や
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
財
団
価
値
最
大
化
原
則
、
さ
ら
に

は
利
害
関
係
の
利
害
調
整
指
針
に
関
す
る
議
論
は
、
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

本
稿
に
お
け
る
米
国
法
の
条
文
や
判
例
等
の
邦
訳
に
際
し
て
は
、
田
中
英
夫
『
英
米
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）、

高
木
新
二
郎
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
』（
商
事
法
務
、
一
九
九
六
年
）、
中
島
弘
雅
＝
田
頭
章
一
『
英
米
倒
産
法
キ
ー
ワ
ー
ド
』（
商
事

法
務
、
二
〇
〇
三
年
）、
福
岡
真
之
介
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
概
説
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）、
カ
ー
チ
ス
・
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
編

『
米
国
会
社
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）、
ア
ー
サ
ー
・
Ｒ
・
ピ
ン
ト
＝
ダ
グ
ラ
ス
・
Ｍ
・
ブ
ラ
ン
ソ
ン
（
米
田
保
晴
監
訳
）『
ア
メ
リ

カ
会
社
法
』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
〇
年
）、
ジ
ェ
フ
・
フ
ェ
リ
ル
＝
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｊ
・
ジ
ャ
ン
ガ
ー
（
米
国
倒

産
法
研
究
会
訳
）『
ア
メ
リ
カ
倒
産
法
（
上
巻
）（
下
巻
）』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
2
）　Robert	Cooter	&

	Bradley	J.	Freedm
an,	T

he	Fiduciary	Relationship:	Its	Econom
ic	Character	and	Legal	Conse-

quences,	（（	N
.Y

.U
.	L.	Rev.	1045,	104（	(1（（1);	D

eborah	M
.	D

eM
ott,	Beyond	M

etaphor:	A
n	A

nalysis	of	Fiduciary	
O
bligation,	1（88	D

uke	L.J.	87（,	87（	(1（88).

（
3
）　J.	C.	Shepherd,	T

he	Law
	of	Fiduciaries,	（7	(Carsw

ell	Co.	Ltd.,	1（82);	T
am

ar	Frankel,	Fiduciary	Law
,	71	Calif.	L.	

Rev.	7（5,	800	(1（83);	Cooter	&
	Freedm

an,	supra	note	2,	at	104（.
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（
4
）　Shepherd,	supra	note	3,	at	（7;	

道
垣
内
弘
人
『
信
託
法
理
と
私
法
体
系
』
二
三
、
二
五
、
四
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）。

（
5
）　

米
国
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
信
認
義
務
も
含
め
た
、
再
建
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
一
般
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し

て
、
河
崎
祐
子
『
企
業
再
建
手
続
運
営
プ
ロ
セ
ス
の
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
（
）　

オ
フ
ィ
サ
ー
は
、
一
般
的
に
は
取
締
役
と
同
様
の
信
認
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。Guth	v.	Loft,	Inc.,	5	A

.2d	503,	510	
(D

el.	1（3（);	In	re	T
he	W

alt	D
isney	Co.	D

erivative	Litigation,	2004	W
L	2050138,	*3	(D

el.	Ch.	2004);	

和
田
宗
久
「
ア
メ
リ

カ
法
に
お
け
る
役
員
（offi

cer

）
制
度
―
そ
の
概
念
と
職
責
―
」
早
法
五
三
号
二
六
三
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
7
）　

米
国
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
一
般
に
関
す
る
邦
語
に
よ
る
論
稿
と
し
て
、
王
君
『
信
認
義
務
の
理
論
的
基
礎
―
ア
メ

リ
カ
法
を
中
心
に
し
て
―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）、
仮
屋
広
郷
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
理
論
と
取
締
役
の
信
認
義
務
―
ア

メ
リ
カ
法
の
視
点
―
」
一
論
一
二
〇
巻
一
号
一
頁
（
一
九
九
八
年
）、
龜
山
孟
司
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
義
務
と
責
任
」

新
報
一
〇
七
巻
一
一
＝
一
二
号
一
二
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
徐
進
「
閉
鎖
的
企
業
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
（
一
）」
法
学
七
〇
巻

五
号
五
四
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
メ
ル
ビ
ン
・
Ａ
・
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
注
意
義
務
」
同
志
社
大
学
日
本
会

社
法
制
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
日
本
会
社
法
制
へ
の
提
言
』
一
八
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）、
片
山
信
弘
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法

に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
」
阪
学
三
九
巻
一
号
二
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
酒
井
太
郎
「
米
国
会
社
法
学
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認

義
務
規
範
（
一
）（
二
・
完
）」
一
法
一
一
巻
三
号
四
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
同
一
二
巻
一
八
九
頁
（
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

（
8
）　Frankel,	supra	note	3,	at	7（5.

（
（
）　SEC	v.	Chenery	Corp.,	318	U

.S.	80,	85-8（	(1（43)	(Frankfurter,	J.).

（
10
）　Guth,	5	A
.2d,	at	510;	A

ronson	v.	Lew
is,	473	A

.2d	805,	811	(D
el.	1（84);	Sm

ith	v.	V
an	Gorkom

,	488	A
.2d	858,	872	

(D
el.	1（85);	Revlon,	Inc.	v.	M

acA
ndrew

s	&
	Forbes	H

oldings,	Inc.,	50（	A
.2d	173,	17（	(D

el.	1（8（);	M
ills	A

cquisition	Co.	
v.	M

acm
illan,	Inc.,	55（	A

.2d	12（1,	1280	(D
el.	1（8（).

（
11
）　

裁
判
例
に
よ
っ
て
は
単
に
会
社
、
ま
た
は
株
主
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
異
な
る
意
味
を
意
図
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
は
い

な
い
と
見
ら
れ
る
。Law

rence	E.	M
itchell,	A

	T
heoretical	and	Practical	Fram

ew
ork	for	Enforcing	Corporate	Con-

stituency	Statutes,	70	T
ex.	L.	Rev.	57（,	58（	(1（（3);	H

enry	T
.	C.	H

u,	H
edging	Expectations:	ʻD

erivative	Realityʼ	and	
the	Law

	and	Finance	of	the	Corporate	O
bjective,	73	T

ex.	L.	Rev.	（85,	1004	(1（（5);	

ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
・
前
掲
注
（
1
）
六
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八
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
受
益
者
は
株
主
で
は
な
く
、
会
社
で
あ
る
べ
き
と
す
る
学
説
と
し
て
、Steven	M

.	H
.	W

allm
an,	T

he	Proper	
Interpretation	of	Corporate	Constituency	Statutes	and	Form

ulation	of	D
irector	D

uties,	21	Stetson	L.	Rev.	1（3,	170	
(1（（1).

（
12
）　Rutheford	B.	Cam

pbell,	Jr.	&
	Christopher	W

.	Frost,	M
anagersʼ	Fiduciary	D

uties	in	Financially	D
istressed	Corpo-

rations:	Chaos	in	D
elaw

are	(and	Elsew
here),	32	J.	Corp.	L.	4（1,	4（7-（8	(2007).

（
13
）　T

ooley	v.	D
onaldson,	Lufkin	&

	Jenrette,	Inc.,	845	A
.2d	1031,	1033	(D

el.	2004).	

た
だ
し
他
州
で
は
、
判
例
や
制
定
法
に

よ
り
、
株
主
の
請
求
を
派
生
的
請
求
と
し
て
の
み
認
め
る
例
も
少
な
く
な
い
。For	exam

ple,	see	Bank	of	A
m
.	Corp.	v.	Lem

gruber,	
385	F.	Supp.	2d	200,	224	(S.D

.N
.Y

.	2005);	15	Pa.	Cons.	Stat.	A
nn.	

§	1712(a)	(2002).	

な
お
、
直
接
請
求
と
派
生
的
請
求
の
相
違

に
つ
い
て
、
佐
藤
鉄
男
『
取
締
役
倒
産
責
任
論
』
一
五
三
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
一
年
）。

（
14
）　Cahall	v.	Lofland,	114	A

.	224,	228	(D
el.	Ch.	1（21);	Guth,	5	A

.2d,	at	510;	SEC,	318	U
.S.	at	85;	FD

IC	v.	Sea	Pines	
Co.,	（（2	F.2d	（73,	（77	(4th	Cir.	1（82);	Sim

ons	v.	Cogan,	542	A
.2d	785,	7（0	(D

el.	Ch.	1（87),	affʼd,	54（	A
.2d	300	(D

el.	
1（88).

（
15
）　

よ
り
仔
細
に
み
る
と
、
信
託
と
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
両
方
の
性
質
を
含
む
と
す
る
見
解
（Victor	Brudney,	Frank	H.	Easterbrook	

&
	D

aniel	R.	Fischel,	Corporate	Control	T
ransactions,	（1	Y

ale	L.J.	（（8,	700	(1（82);	Christopher	W
.	Frost,	T

he	
T
heory,	Reality	and	Pragm

atism
	of	Corporate	Governance	in	Bankruptcy	Reorganizations,	72	A

m
.	Bankr.	L.J.	103,	

103-04	(1（（8);	Christopher	W
.	Frost,	Running	the	A

sylum
:	Governance	Problem

s	in	Bankruptcy	Reorganizations,	
34	A

riz.	L.	Rev.	8（,	101	(1（（2)

）
と
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
関
係
の
み
か
ら
説
明
す
る
見
解
（3	Fletcher,	Cyc.	Corp.,	

§	838	(2014);	
A
nna	Y

.	Chou,	Corporate	Governance	in	Chapter	11:	Electing	a	N
ew

	Board,	（5	A
m
.	Bankr.	L.J.	55（,	5（2	(1（（1)

）
が

あ
る
。

（
1（
）　

取
引
債
権
者
に
関
す
る
事
案
と
し
て
、Production	Resources	Group,	L.L.C.	v.	N

CT
	Group,	Inc.,	8（3	A

.2d	772,	7（0	
(D

el.	2004)

が
あ
る
。
ま
た
、
社
債
権
者
に
関
す
る
事
案
と
し
て
、Broad	v.	Rockw

ell	Intʼl.	Corp.,	（42	F.2d	（2（,	（58-5（	(5th	
Cir.	1（81);	K

atz	v.	O
ak	Indus.,	508	A

.2d	873,	87（	(D
el.	Ch.	1（8（);	M

etro	Life	Ins.	Co.	v.	RJR	N
abisco,	Inc.,	71（	F.	

Supp.	1504,	1525	(S.D
.N

.Y
.	1（8（),	vacated	and	rem

anded	on	other	grounds,	（0（	F.2d	884	(2d	Cir.	1（（0)

が
、
転
換
社
債
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権
者
（convertible	debenture

）
に
関
す
る
事
案
と
し
て
、H

arff	v.	K
erkorian,	324	A

.2d	215	(D
el.	Ch.	1（74),	revʼd	on	

other	grounds,	347	A
.2d	133	(D

el.	1（75);	Sim
ons	v.	Cogan,	54（	A

.2d	300,	303-04	(D
el.	1（88)

が
あ
る
。

（
17
）　Sim

ons,	54（	A
.2d,	at	303.

（
18
）　Production	Resources,	8（3	A

.2d,	at	7（0.

（
1（
）　For	exam

ple,	Conn.	Gen.	Stat.	A
nn.	

§	33-75（(d)	(2011);	K
y.	Rev.	Stat.	A

nn.	

§	271B.12-210(4)	(2005);	N
.Y

.	BSC.	LA
W

	

§	717(b)	(2012);	15	Pa.	Cons.	Stat.	A
nn.	

§	1715(a)(1)	(2002).	

な
お
、M

artin	Lipton,	T
w
enty-Five	Y

ears	after	T
akeover	

Bids	in	the	T
argetʼs	Boardroom

:	O
ld	Battles,	N

ew
	A

ttacks	and	the	Continuing	W
ar,	（0	Bus.	Law

.	13（（,	1371	n.	3	
(2005)

に
よ
れ
ば
、
利
害
関
係
者
制
定
法
は
三
〇
以
上
の
州
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　

こ
れ
に
対
し
、
義
務
と
解
す
る
学
説
も
あ
り
（W

illiam
	R.	New

lin	&
	Jay	A

.	Gilm
er,	The	Pennsylvania	Shareholder	Protection	

A
ct:	A

	N
ew

	State	A
pproach	to	D

eflecting	Corporate	T
akeover	Bids,	40	Bus.	Law

.	111,	114	(1（84);	M
orey	W

.	
M

cD
aniel,	Bondholders	and	Stockholders,	13	J.	Corp.	L.	205,	2（5-313	(1（88)

）、
株
主
利
益
最
大
化
原
則
へ
の
反
対
説
で
あ
る

共
同
体
理
論
に
繫
が
っ
て
い
る
（
後
記
３
⑵
）。

（
21
）　

た
だ
し
、
近
時
の
モ
デ
ル
法
で
は
信
託
と
同
じ
語
の
使
用
は
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
米
国
法
曹
協
会
（A

m
erican	Bar	

A
ssociation:	A

BA

）
の
会
社
法
委
員
会
が
編
纂
し
た
模
範
事
業
会
社
法
（M

odel	Business	Corporation	A
ct

）
に
お
い
て
、
信
認

義
務
（fiduciary	duty

）、
注
意
義
務
（duty	of	care
）、
忠
実
義
務
（duty	of	loyalty

）
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
取

締
役
の
行
為
規
範
」（8.30	

条
）
お
よ
び
「
取
締
役
の
責
任
規
範
」（8.31	

条
）
と
の
見
出
し
の
下
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。
同
委
員
会
の

公
式
コ
メ
ン
ト
は
、fiduciary

の
語
の
使
用
を
意
図
的
に
控
え
た
旨
を
述
べ
て
い
る
（A

BA
	Com

m
ittee	on	Corporate	Law

s,	
Corporate	D

irectorʼs	Guidebook,	A
ppendix	A

,	Com
m
ent	on	A

m
endm

ents	to	Section	35	of	the	M
odel	Business	

Corporation	A
ct,	32	Bus.	Law

.	5,	44	(1（7（)

）。

（
22
）　Sm

ith,	488	A
.2d,	at	872-73;	Jam

es	D
.	Cox	&

	T
hom

as	Lee	H
azen,	Corporations	184-207	(A

spen,	2d	ed.	2003);	
Fletcher,	supra	note	15,	at	

§	837;	A
BA

	Com
m
ittee	on	Corporate	Law

s,	Corporate	D
irectorʼs	Guidebook	18	(（th	ed.	

2011).

（
23
）　Cede	&

	Co.	v.	T
echnicolor,	Inc.,	（34	A

.2d	345,	3（1	(D
el.	1（（3);	In	re	Carem

ark	Intern.	Inc.	D
erivative	Litigation,	
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（（8	A

.2d	（5（	(D
el.	Ch.	1（（（);	M

alone	v.	Brincat,	722	A
.2d	5,	10	(D

el.	1（（8);	Em
erald	Partners	v.	Berlin,	787	A

.2d	85,	
（0	(D

el.	2001);	E.	N
orm

an	V
easey,	State-Federal	T

ension	in	Corporate	Governance	and	the	Professional	
Responsibilities	of	A

dvisors,	28	J.	Corp.	L.	441,	447	(2003);	H
illary	A

.	Sale,	D
elaw

areʼs	Good	Faith,	8（	Cornell	L.	Rev.	
45（,	4（3-（4	(2004);	M

elvin	A
.	Eisenberg,	T

he	D
uty	of	Good	Faith	in	Corporate	Law

,	31	D
el.	J.	Corp.	L.	1,	5-（	(200（).

（
24
）　Stone	ex	rel.	A

m
South	Bancorporation	v.	Ritter,	（11	A

.2d	3（2,	370	(D
el.	200（).

（
25
）　

た
だ
し
、
同
判
決
は
、
伝
統
的
な
二
分
説
と
は
異
な
り
、
忠
実
義
務
を
会
社
の
利
益
増
進
の
要
請
と
し
て
伝
統
的
理
解
よ
り
も
広
く

解
す
る
立
場
を
前
提
に
、
誠
実
性
は
忠
実
義
務
の
副
次
的
要
素
と
す
る
。
詳
細
に
つ
き
、
酒
井
・
前
掲
注（
7
）（
二
・
完
）二
〇
九
頁
。

（
2（
）　

邦
語
に
よ
る
論
稿
と
し
て
、
春
田
博
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
の
原
則
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法

研
論
集
三
四
号
二
四
七
頁
（
一
九
八
五
年
）、
李
孝
慶
「
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
一
考
察
―
日
米
韓
の
比
較
に

お
い
て
―
」
阪
法
五
四
巻
四
号
一
三
三
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、
伊
勢
田
道
仁
「
米
国
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
の
法
理
の
展
開
」

（
一
）（
二
・
完
）」
大
阪
府
立
大
学
経
済
研
究
三
六
巻
四
号
一
頁
、
同
三
七
巻
一
＝
二
号
一
頁
（
一
九
九
二
年
）、
野
田
博
「
エ
ン
ロ
ン
後

に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
論
議
の
一
断
面
―
と
く
に
取
締
役
の
責
任
免
除
規
定
と
の
関
係
で
の
展
開
を
中
心
と
し
て
―
」
一
法
三
巻

二
号
七
三
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
27
）　Graham

	v.	A
llis-Chalm

ers	M
fg.	Co.,	188	A

.2d	125,	130	(D
el.	Ch.	1（（3).

　

こ
の
「
通
常
の
慎
重
な
人
物
（ordinary	prudent	person

）」
の
基
準
は
、
他
に
も
多
く
の
州
の
判
例
法
・
制
定
法
や
、
米
国
法
律

協
会
（A

m
erican	Law

	Institution:	A
LI

）
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
（A

LI	Principles	of	Corporate	Governance:	
A
nalysis	and	Recom

m
endations	(1（（4)	

§	4.01(a)
）
が
採
用
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
現
行
の
模
範
事
業
会
社
法
は
、「
同
様
の
地
位

に
あ
る
者
が
同
様
の
状
況
で
適
切
で
あ
る
と
合
理
的
に
信
じ
る
で
あ
ろ
う
注
意
」（person	in	a	like	position	w

ould	reasonably	
believe	appropriate	under	sim

ilar	circum
stances

）
と
規
定
す
る
（Rev.	M

odel	Bus.	Corp.	A
ct	

§	8.30(b)

）。
同
条
の
オ

フ
ィ
シ
ャ
ル
・
コ
メ
ン
ト
は
、
旧
模
範
事
業
会
社
法
（M

odel	Bus.	Corp.	A
ct	(1（（（)	

§	30(a)(2)

）
が
採
用
し
て
い
たordinary	

prudent	person

の
基
準
は
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
過
失
概
念
に
依
拠
し
て
い
た
た
め
、
誤
解
と
混
乱
を
生
じ
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
。

（
28
）　Lym

an	P.Q
.	Johnson	&

	M
ark	A

.	Sides,	T
he	Sarbanes-O

xley	A
ct	and	Fiduciary	D

uties,	30	W
m
.	M

itchell.	L.	
Rev.	114（,	11（7-（8	(2004).
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（
2（
）　

こ
の
よ
う
な
二
分
的
思
考
は
、In	re	Carem

ark,	（（8	A
.2d,	at	（（7-（8

が
詳
細
に
説
示
す
る
（
同
判
例
の
邦
語
に
よ
る
紹
介
と

し
て
、
伊
勢
田
道
仁
「
従
業
員
の
違
法
行
為
と
取
締
役
の
監
視
義
務
（
米
国
会
社
・
証
取
法
判
例
研
究
）」
商
事
一
五
二
六
号
四
四
頁

（
一
九
九
九
年
）、
同
「
会
社
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
取
締
役
の
監
視
義
務
」
金
沢
法
学
四
二
巻
一
号
七
〇
頁
（
一
九
九
九
年
）、
酒
井

太
郎
「
米
国
企
業
の
法
遵
守
体
制
と
会
社
法
上
の
問
題
」
関
英
昭
＝
山
部
俊
文
編
集
代
表
・
久
保
欣
哉
先
生
古
稀
記
念
『
市
場
経
済
と
企

業
法
』
一
六
三
頁
（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
〇
年
））。

（
30
）　D

esim
one	v.	Barrow

s,	（24	A
.2d	（08,	（35	(D

el.	Ch.	2007).

（
31
）　

詳
し
く
は
以
下
を
参
照
。Jam

es	L.	Griffi
th	Jr.,	D

irector	O
versight	Liability:	T

w
enty-First	Century	Standards	and	

Legislative	Controls	on	Liability,	20	D
el.	J.	Corp.	L.	（53,	（70	(1（（5);	Johnson	&

	Sides,	supra	note	28,	at	11（8.

（
32
）　Rablin	v.	Philip	A

.	H
unt	Corat,	1（87	D

el.	Ch.	LEX
IS	522	(D

el.	Ch.	1（87);		Cam
pbell	&

	Frost,	supra	note	12,	at	
4（5	n.	18.

（
33
）　E.	N

orm
an	V

easey	and	Julie	M
.S.	Seitz,	T

he	Business	Judgm
ent	Rule	in	the	Revised	M

odel	A
ct,	T

he	T
rans	

U
nion	Cases,	and	the	A

LI	Project	–	A
	Strange	Porridge,	（3	T

ex.	L.	Rev.	1483,	1503	(1（（5);	Sem
inaris	v.	Landa,	（（2	

A
.2d	1350	(D

el.	Ch.	1（（5).

（
34
）　Griffi

th,	supra	note	31,	at	（73.

（
35
）　

邦
語
に
よ
る
論
稿
と
し
て
、
赤
堀
光
子
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
（
二
）（
三
）」
法
協
八
五
巻
二
号
一
四
八
頁
、
同
三
号
三
二
〇
頁

（
一
九
六
八
年
）、
田
岡
絵
里
子
「
忠
実
義
務
か
ら
見
た
信
認
関
係
の
内
容
と
そ
の
性
質
―
代
理
人
の
忠
実
義
務
の
法
的
根
拠
を
探
る
た
め

に
―
」
早
誌
五
八
巻
二
号
三
五
九
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
片
山
信
弘
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
阪
学
三
七

巻
二
号
一
四
九
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
3（
）　Guth,	5	A

.2d	at	510;	Graham
,	188	A

.2d	at	130;	W
einberger	v.	U

O
P,	Inc.,	457	A

.2d	701,	710	(D
el.	1（83);	Revlon,	

50（	A
.2d	at	182;	Ivanhoe	Partners	v.	N

ew
m
ont	M

ining	Corp.,	535	A
.2d	1334,	1345	(D

el.	1（87);	M
ills	A

cquisition,	55（	
A
.2d,	at	12（4;	Cede,	（34	A

.2d	at	3（1-（2	(D
el.	1（（3);	Brehm

	v.	Eisner,	74（	A
.2d	244,	2（4	(D

el.	2000);	In	re	W
alt	D

isney	
Co.	D

erivative	Litig.,	（07	A
.2d	（（3,	751	(D

el.	Ch.	2005);	N
orth	A

m
erican	Catholic	Educational	Program

m
ing	

Foundation,	Inc.	v.	Gheew
alla,	（30	A

.2d	（2,	（（	(D
el.	2007).
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（
37
）　Pepper	v.	Litton,	308	U

.S.	2（5,	30（-07	(1（3（);	N
orlin	Corp.	v.	Rooney,	Pace	Inc.,	744	F.2d	255,	2（4	(2d	Cir.	1（84).

（
38
）　Guth,	5	A

.2d	at	510;	In	re	Perform
ance	N

utrition,	Inc.,	5	A
.2d	503,	510	(D

el.	1（3（);	Stone,	（11	A
.2d,	at	3（2.

　

た
だ
し
、
忠
実
義
務
は
広
が
り
を
持
つ
概
念
で
あ
り
（V

ictor	Brudney,	Contract	and	Fiduciary	D
uty	in	Corporate	Law

,	
38	B.C.	L.	Rev.	5（5,	5（（	n.	（	(1（（7);	A

ndrew
	D

.	Shaffer,	Corporate	Fiduciary:	T
he	Fiduciary	Relationship	Y

our	
Corporate	Law

	Professor	(Should	H
ave)	W

arned	Y
ou	A

bout,	8	A
m
.	Bankr.	Inst.	L.	Rev.	47（,	542-43	(2000)

）、
取
締
役

に
対
す
る
過
大
な
報
酬
の
支
払
い
（Rogers	v.	H

ill,	28（	U
.S.	582,	5（1	(1（33);	M

cPhall	v.	L.S.	Starrett	Co.,	257	F.2d	388	(1st	
Cir.	1（58)

）
な
ど
も
規
制
対
象
と
な
る
。

（
3（
）　Guth,	5	A

.2d,	at	503.

（
40
）　8	D

el.	C.	
§	144(a)(1)	(2010).

（
41
）　W

einberger,	457	A
.2d,	at	710.	「

完
全
に
公
正
で
あ
る
こ
と
」
は
、
公
正
な
取
扱
い
（fair	dealing

）
お
よ
び
公
正
な
価
格
（fair	

price

）
の
二
面
か
ら
検
討
さ
れ
る
。

（
42
）　

株
主
優
位
論
は
、
か
つ
て
は
株
主
利
益
最
大
化
義
務
と
同
義
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
近
時
で
は
、
株
主
優
位
論
は
、

株
主
が
会
社
の
究
極
的
支
配
権
を
行
使
す
る
、
ま
た
は
す
べ
き
と
す
る
主
張
も
含
む
異
な
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
旨
の
指
摘
が
あ
る

（Stephen	M
.	Bainbridge,	T

he	N
ew

	Coporate	Governance	in	T
heory	and	Practice,	53	(O

xford	U
niv.	Press,	2008)

）。

（
43
）　D

.	Gordon	Sm
ith,	T

he	Shareholder	Prim
acy	N

orm
,	23	J.	Corp.	L.	277,	2（7-301	(1（（8).

（
44
）　Gray	v.	Portland	Bank,	3	M

ass.	(I	T
yng)	3（4,	37（	(1807);	T

ippetts	v.	W
alker.	4	M

ass.	(I	T
yng)	5（5,	5（（	(1808).

（
45
）　D

odge	v.	Ford	M
otor	Co.,	170	N

.W
.	（（8,	（84	(M

ich.	1（1（).	

同
判
例
が
、
取
締
役
が
株
主
利
益
最
大
化
の
義
務
を
負
う
旨
を

判
示
し
た
部
分
は
、
信
認
義
務
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
直
接
に
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
信
認
義
務
が
株
主
利
益
や
会
社
価
値
の
最
大
化

を
含
意
す
る
と
し
た
後
の
多
く
の
判
例
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、Com

m
odity	Futures	T

rading	Com
ʼn	v.	

W
eintraub,	471	U

.S.	343,	34（	(1（85).

（
4（
）　K

atz,	508	A
.2d,	at	87（.

（
47
）　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
の
裁
判
官
で
あ
り
、
多
く
の
会
社
関
係
事
件
に
関
与
し
意
見
を
執
筆
し
た
ア
レ
ン
裁
判
官
は
、
一
九

九
〇
年
代
に
お
い
て
、
契
約
理
論
が
会
社
法
の
分
野
で
支
配
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（W

illiam
	T

.	A
llen,	Contracts	and	
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Com
m
unities	in	Corporation	Law

,	50	W
ash.	&

	Lee	L.	Rev.	13（5,	13（（	(1（（3)

）。

（
48
）　A

.A
.	Berle,	Jr.,	Corporate	Pow

ers	as	Pow
ers	in	T

rust,	44	H
arv.	L.	Rev.	104（	(1（31);	A

.A
.	Som

m
er,	Jr.,	W

hom
	

Should	the	Corporation	Serve?:	T
he	Berle-D

odd	D
ebate	Revisited	Sixty	Y

ears	Later,	1（	D
el.	J.	Corp.	L.	33	(1（（1);	

Stephen	M
.	Bainbridge,	In	D

efense	of	the	Shareholder	W
ealth	M

axim
ization	N

orm
:	A

	Reply	to	Professor	Green,	50	
W

ash.	&
	Lee	L.	Rev.	1423	(1（（3);	Easterbrook	&

	Fischel,	supra	note	15,	at	（8;	Jonathan	R.	M
acey,	A

n	Econom
ic	

A
nalysis	of	the	V

arious	Rationales	for	M
aking	Shareholders	the	Exclusive	Beneficiaries	of	Corporate	Fiduciary	

D
uties,	21	Stetson	L.	Rev.	23,	2（-2（	(1（（1).

（
4（
）　

契
約
法
に
お
け
る
厳
密
な
意
味
で
の
契
約
と
は
異
な
り
、
長
期
的
関
係
と
情
報
の
非
対
称
性
が
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
る
（Bainbridge,	supra	note	42,	at	24

）。

（
50
）　

契
約
の
束
理
論
の
生
成
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
。W

illiam
	W

.	Bratton,	Jr.,	T
he	N

ew
	Econom

ic	T
heory	of	the	Firm

:	
Critical	Perspectives	from

	H
istory,	41	Stan.	L.	Rev.	1471,	1513	(1（8（);	T

hom
as	S.	U

len,	T
he	Coasean	Firm

	in	Law
	

and	Econom
ics,	18	J.	Corp.	L.	301,	318-28	(1（（3).

（
51
）　Easterbrook	&

	Fischel,	supra	note	15,	at	（0-（1;	Bainbridge,	supra	note	42,	at	（8.

（
52
）　T

hom
as	A

.	Sm
ith,	（8	M

ich.	L.	Rev.	214,	217	(1（（（);	Bainbridge,	supra	note	42,	at	33,	57.

（
53
）　M

itchell,	supra	note	11,	at	（30;	T
hom

as	Lee	H
azen,	T

he	Corporate	Persona,	Contract	(A
nd	M

arket)	Failure,	
and	M

oral	V
alues,	（（	N

.C.	L.	Rev.	273,	2（3	(1（（1);	D
avid	M

illon,	Com
m
unitarians,	Contractarians,	and	the	Crisis	in	

Corporate	Law
,	50	W

ash.	&
	Lee	L.	Rev.	1373,	138（	(1（（3);	M

arleen	A
.	O

ʼConnor,	T
he	H

um
an	Capital	Era:	

Reconceptualizing	Corporate	Law
	to	Facilitate	Labor:	M

anagem
ent	Cooperation,	78	Cornell	L.	Rev.	8（（,	（3（	(1（（3);	

D
aniel	J.	H

.	Greenw
ood,	Fictional	Shareholders:	For	W

hom
	A

re	Corporate	M
anagers	T

rustees,	Revisited,	（（	S.	Cal.	
L.	Rev.	1021,	1023	(1（（（);	G.	M

itu	Gulati	et	al.,	Connected	Contracts,	47	U
CLA

	L.	Rev.	887,	8（5	(2000).	

邦
語
に
よ
る
文

献
と
し
て
、
今
西
宏
次
「
共
同
体
主
義
、
契
約
主
義
と
株
式
会
社
の
目
的
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す

る
議
論
と
の
関
連
で
―
」
大
阪
経
大
論
集
五
二
巻
四
号
一
八
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
54
）　M

argaret	M
.	Blair	&

	Lynn	A
.	Stout,	A

	T
eam

	Production	T
heory	of	Corporate	Law

,	85	V
a.	L.	Rev.	247	(1（（（).	
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邦
語
に
よ
る
論
稿
と
し
て
、
大
杉
謙
一
「
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
」
商
事
一
五
〇
六
号
二
二
頁
（
一
九
九
八
年
）、

伊
藤
壽
英
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
学
に
お
け
る
チ
ー
ム
生
産
ア
プ
ロ
ー
チ
―
契
約
的
企
業
観
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
―
」
新
報
一
一
〇
巻

三=

四
号
七
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
55
）　Bernard	Black	&

	Reinier	K
raakm

an,	A
	Self-Enforcing	M

odel	of	Corporate	Law
,	10（	H

arv.	L.	Rev.	1（11,	1（21	
(1（（（);	K

ent	Greenfield,	U
sing	Behavioral	Econom

ics	to	Show
	the	Pow

er	and	Efficiency	of	Corporate	Law
	as	

Regulatory	T
ool,	35	U

.C.	D
avis	L.	Rev.	581,	（05	(2002);	T

hom
as	A

.	Sm
ith,	T

he	Effi
cient	N

orm
	For	Corporate	Law

:	
A
	N

eotraditional	Interpretation	of	Fiduciary	D
uty,	（8	M

ich.	L.	Rev.	214,	218	(1（（（).

（
5（
）　

経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
邦
語
論
稿
の
う
ち
、
特
に
ア
メ
リ
カ
法
を
詳
細
に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
春
田
博
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お

け
る
経
営
判
断
の
原
則
の
一
考
察
」
早
法
五
巻
三
四
三
頁
（
一
九
八
五
年
）、
川
濱
昇
「
米
国
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
の
検
討
（
一
）

（
二
完
）」
論
叢
一
一
四
巻
二
七
号
七
九
頁
（
一
九
八
三
年
）、
同
五
号
三
六
頁
（
一
九
八
四
年
）、
草
間
秀
樹
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
営

判
断
原
則
の
展
開
―
特
に
注
意
義
務
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」
明
治
大
学
法
学
研
究
所
論
集
六
号
一
三
七
頁
（
一
九
九
七
年
）、
吉
垣
実

「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
経
営
判
断
原
則
に
つ
い
て
―
ア
ロ
ン
ソ
ン
ケ
ー
ス
の
検
討
を
中
心
と
し
て
―
」
東
海
法
学
一
八
号
一
八
六
頁
（
一
九

九
七
年
）、
仮
屋
広
郷
「
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
―
人
間
観
と
法
の
役
割
―
」
一
法
三
巻
二
号
一
〇
七
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、

桜
沢
隆
哉
「
経
営
判
断
原
則
の
理
論
的
基
礎
（
一
）（
二
）（
三
）」
京
女
法
学
一
号
一
五
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
同
二
号
一
一
七
頁
（
二

〇
一
二
年
）、
同
四
号
二
五
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
57
）　

取
締
役
会
か
ら
、
取
締
役
を
兼
務
し
な
い
オ
フ
ィ
サ
ー
に
権
限
の
委
譲
が
あ
っ
た
場
合
の
経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
、
デ
ラ

ウ
ェ
ア
州
法
は
肯
定
す
る
（K

elly	v.	Bell,	2（（	A
.2d	878,	87（	(D

el.	1（70);	K
aplan	v.	Centex	Corp.,	284	A

.2d	11（,	124	(D
el.	

Ch.	1（71)

）。
な
お
、
オ
フ
ィ
サ
ー
に
つ
い
て
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
以
外
の
州
や
モ
デ
ル
法
に
も
肯
定
例
が
あ
る
（Galef	v.	

A
lexander,	（15	F.2d	51,	57	n.	13	(2d	Cir.	1（80);	2	M

odel	Bus.	Corp.	A
ct	A

nnotated	8.42	O
ffi
cial	Com

m
ent	at	8-347	

(4
th 	ed.	2008)

）。
こ
れ
に
対
し
、
適
用
を
取
締
役
に
限
定
す
る
見
解
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。Platt	v.	Richardson,	Fed.	Sec.	

L.	Rep	(CCH
)	（478（	(M

.D
.	Pa.	June	（,	1（8（);	FD

IC	v.	Perry,	2012	W
L	58（5（（,	*4	(C.D

.	Cal.	2012);	Lym
an	P.Q

.	
Johnson,	Corporate	O

ffi
cers	and	the	Business	Judgm

ent	Rule,	（0	Bus.	Law
.	43（,	440-41,	4（（	(2005).

（
58
）　U

nocal	Corp	v.	M
esa	Petroleum

	Co.,	4（3	A
.2d	（4（,	（54	(D

el.	1（85);	N
ixon	v.	Blackw

ell,	（2（	A
.2d	13（（,	1378	(D

el.	
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1（（2);	Param
ount	Com

m
unication	Inc.	v.	Q

V
C	N

etw
ork	Inc.,	（37	A

.2d	34,	42	(D
el.	1（（3);	Brazen	v.	Bell	A

tl.	Corp.,	
（（5	A

.2d	43,	4（	(D
el.	1（（7);	Stephen	A

.	Radin	et	al.,	T
he	Business	Judgm

ent	Rule:	Fiduciary	D
uties	of	Corporate	

D
irectors,	vol.	I,	at	（	(（th	ed.,	A

spen	Publishers,	200（).
　

た
だ
し
、
酒
井
・
前
掲
注
（
7
）（
一
）
六
五
頁
は
、
誠
実
さ
を
要
件
と
し
て
い
る
限
り
で
、
経
営
判
断
の
内
容
や
質
も
限
定
的
な
が

ら
問
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
5（
）　A

ronson,	473	A
.2d,	at	812.

（
（0
）　Sm

ith,	488	A
.2d,	at	871.

（
（1
）　Radin,	supra	note	58,	at	2（.

（
（2
）　A

ronson,	473	A
.2d,	at	813;	In	re	W

alt	D
isney	Co.,	（07	A

.2d,	at	748.

（
（3
）　A

ronson,	473	A
.2d,	at	812;	U

nocal,	4（3	A
.2d,	at	（4（;	Grobow

	v.	Perot,	53（	A
.2d	180,	18（	(D

el.	1（88).

（
（4
）　Sm

ith,	488	A
.2d,	at	871.

（
（5
）　

明
確
な
定
義
は
存
在
し
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
会
社
の
正
当
な
利
益
の
増
進
の
た
め
に
す
る
と
い
う
意
識
と
解
さ
れ
て
い
る

（W
illiam

	T
.	A

llen,	Reinier	K
raakm

an	&
	Guhan	Subram

anian,	Com
m
entaries	and	Cases	on	the	Law

	of	Business	O
rgani-	

zation	25（	(2d	ed.,	A
spen	Publishers	2007);	40	W

est	（7th	St.	Corp.	v.	Pullm
an,	100	N

.Y
.	2d	147,	15（	(N

.Y
.	2003)

）。

（
（（
）　A

ronson,	473	A
.2d,	at	812;	Sm

ith,	488	A
.2d,	at	873	(D

el.	1（85);	Citron	v.	Fairchild	Cam
era	&

	Instrum
ent	Corp.,	5（（	

A
.2d	53,	（（	(D

el.	1（8（);	Cede,	（34	A
.2d,	at	3（8;	Brehm

,	74（	A
.2d,	at	2（4;	In	re	Citigroup	Shareholder	D

erivative	
Litig.,	Inc.,	（（4	A

.2d	10（,	124	(D
el.	Ch.	200（).	

（
（7
）　Radin,	supra	note	58,	at	8（;	Shlensky	v.	W

rigley,	237	N
.E.2d	77（	(Ill.	A

pp.	Ct.	1（（8).

（
（8
）　Radin,	supra	note	58,	at	8（;	Fletcher,	supra	note	15,	at	
§	1040;

酒
井
・
前
掲
注（
７
）（
一
）八
四
頁
。

　

な
お
、
現
行
（
一
九
九
八
年
改
正
後
の
）
模
範
事
業
会
社
法
は
、「
⒜
取
締
役
会
の
各
構
成
員
は
、
取
締
役
と
し
て
の
義
務
を
履
行
す

る
に
あ
た
り
、
⑴
グ
ッ
ド
フ
ェ
イ
ス
を
も
っ
て
、
か
つ
⑵
会
社
の
最
善
の
利
益
に
か
な
う
と
当
該
取
締
役
が
合
理
的
に
信
じ
る
方
法
を

も
っ
て
、
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。」「
⒝
取
締
役
会
ま
た
は
取
締
役
会
所
属
の
委
員
会
の
各
構
成
員
は
、
意
思
決
定
に
か
か
る
職
務
と

の
関
連
で
情
報
を
入
手
し
、
ま
た
は
監
視
に
か
か
る
職
務
の
た
め
注
意
を
払
う
に
あ
た
り
、
同
様
の
地
位
に
あ
る
人
物
が
同
様
の
状
況
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下
で
相
当
で
あ
る
と
合
理
的
に
信
じ
る
程
度
の
注
意
を
も
っ
て
、
自
己
の
義
務
を
履
行
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
す
る
（M

odel.	
Bus.	Corp.	A

ct	

§	8.30,	cm
t.	8-1（（

）。

（
（（
）　U

nocal,	4（3	A
.2d,	at	（55.	

（
70
）　Revlon,	50（	A

.2d,	at	180.
（
71
）　Sm

ith,	488	A
.2d,	at	872;	In	re	W

alt	D
isney	Co.,	（0（	A

.2d,	at	27;	R.	Franklin	Balotti,	Joseph	H
insey	IV

,	D
irector	

Care,	Conduct,	and	Liability:	T
he	M

odel	Business	Corporation	A
ct	Solution,	5（	Bus.	Law

.	35,	3（	(2000).

　

こ
れ
に
対
し
、
被
告
取
締
役
は
、
推
定
の
前
提
事
実
で
あ
る
何
ら
か
の
事
実
に
つ
い
て
証
拠
を
提
出
す
る
責
任
を
負
っ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
原
告
側
が
重
過
失
の
証
明
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
は
証
拠
法
上
の
推
定
に
該
当
し
な
い
と
の
指
摘
が
あ

る
（R.	Franklin	Balotti	&

	Jam
es	J.	H

anks,	Jr.,	Rejudging	the	Business	Judgm
ent	Rule,	48	Bus.	Law

.	1337,	1345	
(1（（3);	M

elvin	A
.	Eisenberg,	A

n	O
verview

	of	the	Principles	of	Corporate	Governance,	48	Bus.	Law
.	1271,	1283-84	

(1（（3)

）。

（
72
）　Cede,	（34	A

.2d,	at	371;	Cineram
a,	Inc.	v.	T

echniclor,	Inc.,	（（3	A
.2d	115（	(D

el.	1（（5).

（
73
）　D

ouglas	M
.	Branson,	Intracorporate	Process	and	the	A

voidance	of	D
irector	Liability,	24	W

ake	Forest	L.	Rev.	
（7	(1（8（)

は
、
経
営
判
断
原
則
は
注
意
義
務
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、M

elvin	A
.	Eisenberg,	T

he	D
ivergence	of	

Standards	of	Conduct	and	Standards	of	Review
	in	Corporate	Law

,	（2	Fordham
	L.	Rev.	437	(1（（3)

は
、
注
意
義
務
が

事
前
的
行
為
規
範
で
あ
る
の
に
対
し
、
経
営
判
断
原
則
が
事
後
的
評
価
規
範
で
あ
る
と
解
す
る
。

（
74
）　

忠
実
義
務
に
つ
い
て
も
、
注
意
義
務
と
ほ
ぼ
同
様
の
要
件
で
適
用
さ
れ
る
と
述
べ
る
論
稿
（Radin,	supra	note	58,	at	7（4;	

Stephen	M
.	Bainbridge,	T

he	Business	Judgm
ent	Rule	as	A

bstention	D
octrine,	57	V

and.	L.	Rev.	（3,	88	(2004)

）
は
、

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
75
）　W
illiam

	T
.	A

llen,	Reinier	K
raakm

an	&
	Guhan	Subam

anian,	Com
m
entaries	and	Cases	on	the	Law

	of	Business	
O
rganization,	281-（5	(4

th 	ed.,	W
olters	K

luw
er	Law

	&
	Business,	2012);	

ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
・
前
掲
注（
1
）八
九
頁
。

（
7（
）　8	D

el.	C.	

§	102	(b)(7)	(2011).	

例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
、
責
任
制
限
条
項
を
許
容
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
後
一
年
以
内
に
、

九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
会
社
が
定
款
を
変
更
し
て
責
任
制
限
条
項
を
置
い
た
と
さ
れ
る
（Roberta	Rom

ano,	Corporate	
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Governance	in	the	A
fterm

ath	of	the	Insurance	Crisis,	3（	Em
ory	L.J.	1155,	11（0-（1	(1（（0)

）。

（
77
）　See	Richard	M

.	Cieri	and	M
ichael	Riela,	Protecting	D

irectors	and	O
ffi
cers	of	Corporation	that	are	Insolvent	or	

in	the	Zone	of	Insolvency,	2	D
ePaul	Bus.	&

	Com
.	L.J.	2（5,	330	(2004).

（
78
）　Insolvency

の
訳
に
は
、「
支
払
不
能
」
や
「
債
務
超
過
」
の
語
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
後
で
述
べ
る
と
お
り
、
信
認
義

務
の
変
容
の
場
面
に
お
け
るinsolvency

の
意
義
に
争
い
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
実
質
的
倒
産
状
態
」
の
訳
を
用
い
る
。

（
7（
）　

邦
語
論
稿
と
し
て
、
近
藤
光
男
「
債
権
者
に
対
す
る
取
締
役
の
信
認
義
務
」
商
事
一
四
〇
三
号
四
四
頁
（
一
九
九
五
年
）、
伊
勢
田

道
仁
「
支
払
不
能
に
瀕
し
た
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務
」
商
事
一
四
一
〇
号
二
七
頁
（
一
九
九
五
年
）、
梅
本
剛
正
「
経
営
悪
化
時
の

取
引
と
取
締
役
の
責
任
」
甲
南
三
八
巻
一
＝
二
号
五
九
頁
（
一
九
九
七
年
）、
黒
沼
悦
郎
「
取
締
役
の
債
権
者
に
対
す
る
責
任
」
曹
時
五

二
巻
一
〇
号
二
九
〇
一
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
武
田
典
浩
「
取
締
役
の
債
権
者
に
対
す
る
信
認
義
務
―
企
業
価
値
最
大
化
義
務
の
検
討
―
」

中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
三
四
号
一
七
五
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
桜
沢
隆
哉
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
一
考
察
―

倒
産
の
局
面
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
に
対
す
る
株
主
と
会
社
債
権
者
の
利
害
対
立
（
一
）（
二
・
完
）
―
」
早
稲
田
大
学
大
学
院

法
研
論
集
一
二
一
号
九
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
同
一
二
二
号
七
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
神
谷
高
保
「
会
社
債
権
者
に
対
す
る
取
締
役
の

信
認
義
務
の
理
論
的
構
造
―
会
社
が
倒
産
の
危
機
に
瀕
し
た
場
合
の
取
締
役
の
義
務
と
「
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
序
論
的
研
究
―
」
志
林
一
〇
六
巻
三
号
一
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
後
藤
元
「
取
締
役
の
債
権
者
に
対
す
る
義
務
と
責
任
を
め

ぐ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
展
開
」
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
・
金
融
研
究
二
九
巻
三
号
一
二
三
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

（
80
）　

古
い
判
例
は
、
債
務
超
過
状
態
で
あ
っ
て
も
、
法
的
倒
産
手
続
が
開
始
す
る
ま
で
は
、
債
権
者
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
な

い
と
し
て
い
た
。A

sm
ussen	v.	Q

uaker	City	Co.,	15（	A
.	180,	183	(D

el.	Ch.	1（31).

（
81
）　Credit	Lyonnais	Bank	N

ederland,	N
.V

.	v.	Pathe	Com
m
unications	Corp.,	Case	N

o.	12150,	1（（1	W
L	277（13,	*34,	

*3（	n.55	(D
el.	Ch.	1（（1).

（
82
）　Id.,	at	*34.

（
83
）　Id.,	at	*34	n.	55.

（
84
）　M

yron	M
.	Sheinfeld	&

	H
arris	Pippitt,	Fiduciary	D

uties	of	D
irectors	of	a	Corporation	in	the	V

icinity	of	Insolvency	
and	A

fter	Initiation	of	a	Bankruptcy	Case,	（0	Bus.	Law
.	7（	(2004)

は
、
こ
の
理
由
付
け
を
“at	risk	theory

”と
表
現
す
る
。
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こ
の
理
由
付
け
を
採
用
し
た
他
の
裁
判
例
と
し
て
、O

ffi
cial	Com

m
.	of	U

nsecured	Creditors	of	Buckhead	A
m
.	Corp.	v.	

Reliance	Capital	Group,	Inc.	(In	re	Buckhead	A
m
.	Corp.),	178	B.R.	（5（,	（（8	(Bankr.	D

.	D
el.	1（（4).

（
85
）　

信
託
基
金
理
論
一
般
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。

　
H
arvey	R.	M

iller,	Corporate	Governance	in	Chapter	11:	T
he	Fiduciary	Relationship	Betw

een	D
irectors	and	

Stockholders	of	Solvent	and	Insolvent	Corporations,	23	Seton	H
all	L.	Rev.	14（7,	1483	(1（（3);	N

orw
ood	P.	Beveridge,	

Jr.,	D
oes	a	Corporationʼs	Board	of	D

irectors	O
w
e	a	Fiduciary	D

uty	to	Its	Creditors?,	25	St.	M
aryʼs	L.J.	58（,	5（4	

(1（（4);	A
nn	E.	Conaw

ay	Stilson,	Reexam
ining	the	Fiduciary	Paradigm

	at	Corporate	Insolvency	and	D
issolution:	

D
efining	D

irectorsʼ	D
uties	to	Creditors,	20	D

el.	J.	Corp.	L.	1,	7（	(1（（5);	Stephen	R.	M
cD

onnell,	Com
m
ent,	Geyer	v.	

Ingersoll	Publications	Co.:	Insolvency	Shifts	D
irectorsʼ	Burden	from

	Shareholders	to	Creditors,	1（	D
el.	J.	Corp.	L.	

177,	18（-87	(1（（4);	Royce	de	R.	Barondes,	Fiduciary	D
uties	of	O

ffi
cers	and	D

irectors	of	D
istressed	Corporations,	7	

Geo.	M
ason	L.	Rev.	45,	（4	(1（（8).

（
8（
）　W

ood	v.	D
um

m
er,	30	F.	Cas.	435	(C.C.D

.	M
e.	1824);	Curran	v.	A

rkansas,	15	H
ow

.	(5（	U
.S.)	304,	14	L.	Ed.	705	

(1853);	K
oehler	v.	Black	River	Falls	Iron	Co.,	（7	U

.S.	(2	Black)	715,	720,	17	L.	Ed.	33（	(18（2);	H
ollins	v.	Brierfield	Coal	

&
	Iron	Co.,	150	U

.S.	371,	383	(18（3);	W
hitfield	v.	K

ern,	1（2	A
.	48,	54	(N

.J.	Ct.	A
pp.	1（37).

（
87
）　Joseph	Jude	N

orton,	Relationship	of	Shareholders	to	Corporate	Creditors	upon	D
issolution:	N

ature	and	Im
plications	

of	the	

“Trust	Fund

”	Doctrine	of	Corporate	A
ssets,	30	Bus.	Law

.	10（1,	10（（	(1（75);	Stilson,	supra	note	85,	at	81;	
Beveridge,	supra	note	85,	at	（03.	

こ
の
こ
と
は
、
当
時
会
社
の
解
散
や
清
算
の
法
制
が
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
詳
細

に
つ
き
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
倒
産
法
に
お
け
る
管
財
機
関
の
生
成
と
信
託
理
論
（
一
）」
慶
應
法
学
二
八
号
一
五
〇
頁
（
二
〇
一
四
年
）

を
参
照
。

（
88
）　M

eikle	v.	Export	Lum
ber,	（7	F.2d	301,	30（	(（th	Cir.	1（33);	Rabinow

itz	v.	O
ughton,	（2	F.2d	2（7	(3rd	Cir.	1（37);	

Cole	v.	Brandle,	127	N
.J.Eq.	31,	11	A

.2d	255	(1（40);	In	re	Jersey	M
aterials	Co.,	50	F.	Supp.	428,	430	(D

.C.N
.J.	1（43);	

Bovay	v.	H
.M

.	Byllesby	&
	Co.,	38	A

.2d	808,	813	(D
el.	1（44);	D

avis	v.	W
oolf,	147	F.2d	（2（,	（33	(4th	Cir.	1（45);	

A
utom

atic	Canteen	Co.	v.	W
harton	(In	re	Contʼl	V

ending	M
ach.	Corp.),	358	F.2d	587,	5（0	(2d	Cir.	1（（（);	H

aff,	324	
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A
.2d,	at	221;	Clarkson	Co.	v.	Shaheen,	（（0	F.2d	50（,	512	(2d	Cir.	1（81);	Sea	Pines,	（（2	F.2d,	at	（7（-77;	In	re	X

onics,	
（（	B.R.	870,	872	(Bankr.	N

.D
.	Ill.	1（8（).

（
8（
）　Laura	Lin,	Shift	of	Fiduciary	D

uty	upon	Corporate	Insolvency:	Proper	Scope	of	D
irectorsʼ	D

uty	to	Creditors,	
4（	V

and.	L.	Rev.	1485,	1513-14	(1（（3);	H
enry	T

.	C.	H
u	&

	Jay	L.	W
estbrook,	A

bolition	of	the	Corporate	D
uty	to	

Creditors,	107	Colum
.	L.	Rev.	1321,	1332-33	(2007).	

後
藤
・
前
掲
注（
7（
）一
二
七
頁
は
、
例
外
と
見
ら
れ
る
判
例
と
し
て
、N

ew
	

Y
ork	Credit	M

enʼs	A
djustm

ent	Bureau,	Inc.	v.	W
eiss.,	110	N

.E.2d	3（7,	3（8	(N
.Y

.	1（53)

を
指
摘
す
る
。
こ
の
事
案
は
、
業

績
が
低
迷
し
債
務
超
過
状
態
に
あ
っ
た
会
社
の
資
産
を
、
取
締
役
兼
オ
フ
ィ
サ
ー
で
も
あ
っ
た
主
要
株
主
が
競
り
売
り
で
売
却
し
た
が
、

そ
れ
に
先
立
ち
債
権
者
に
何
ら
通
知
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
会
社
の
破
産
管
財
人
が
信
認
義
務
違
反
を
主
張
し
、
会
社
財
産
の
廉
売
に
よ

る
逸
失
利
益
の
塡
補
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
り
、
会
社
財
産
の
逸
失
事
案
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
（0
）　

特
に
、
社
債
権
者
が
原
告
と
な
っ
て
、
発
行
元
の
会
社
が
倒
産
し
た
場
合
に
、
同
社
の
取
締
役
の
個
人
責
任
を
追
及
す
る
事
案
が
多

か
っ
た
。
詳
細
に
つ
き
、Brent	N

icholson,	Recent	D
elaw

are	Case	Law
	Regarding	D

irectorʼs	D
uties	to	Bondholders,	1（	

D
el.	J.	Corp.	L.	573	(1（（4).

（
（1
）　Cieri	&

	Riela,	supra	note	77,	at	301.

（
（2
）　

本
文
中
で
紹
介
す
る
判
例
の
ほ
か
、
信
託
基
金
理
論
に
よ
る
受
益
者
の
変
化
を
具
体
的
に
説
示
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
以
下
の
も
の

が
あ
る
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
以
外
も
含
む
）。In	re	Ben	Franklin	Retail	Stores,	Inc.,	225	B.R.	（4（,	（53	(Bankr.	N

.D
.	Ill.,	1（（8);	

In	H
echinger	Inv.	Co.	of	D

el.	v.	Fleet	Retail	Fin.	Group,	274	B.R.	71,	8（	(D
.	D

el.	2002);	Berg	&
	Berg	Enters.,	LLC	v.	

Boyle,	178	Cal.	A
pp.	4th	1020,	103（	(Cal.	Ct.	A

pp.	200（).

（
（3
）　Geyer	v.	Ingersoll	Publications	Co.,	（21	A

.2d	784	(D
el.	Ch.	1（（2).

（
（4
）　Id.,	at	788-8（.

（
（5
）　O

dyssey	Partners,	L.P.	v.	Flem
ing	Com

panies,	Inc.,	735	A
.2d	38（	(D

el.	Ch.	1（（（).

（
（（
）　Id.,	at	417-18.

（
（7
）　Production	Resources	Group,	supra	note	1（.

（
（8
）　Id.,	at	7（0-（1.
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（
（（
）　Gheew

alla,	supra	note	3（.

（
100
）　Id.,	at	101-02.

（
101
）　Id.,	at	102-03.

（
102
）　

清
算
時
の
残
余
財
産
分
配
の
優
先
順
位
は
信
認
義
務
と
は
機
能
が
異
な
り
、
両
者
を
関
連
付
け
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と

（Jonathan	C.	Lipson,	D
irectorsʼ	D

uties	to	Creditors:	Pow
er	Im

balance	and	the	Financially	D
istressed	Corporation,	

50	U
CLA

	L.	Rev.	118（,	122（	(2003)

）、
清
算
の
場
合
と
同
様
に
株
主
の
権
利
を
無
価
値
と
措
定
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と

（Shaffer,	supra	note	38,	at	51（

）、
債
権
者
の
権
利
義
務
は
債
務
者
で
あ
る
会
社
と
の
契
約
条
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
債
権
者
は
自
衛
措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
信
認
義
務
に
よ
り
保
護
す
る
こ
と
は
不
要
な
い
し
不
相
当
で
あ
る
こ
と

（Lin,	supra	note	8（,	at	1513-14;	Beveridge,	supra	note	85,	at	（21;	Stephen	M
.	Bainbridge,	M

uch	A
do	A

bout	Little?	
D
irectorsʼ	Fiduciary	D

uties	in	the	V
icinity	of	Insolvency,	1	J.	Bus.	&

	T
ech.	L.	335,	3（3	(2007);	J.	W

illiam
	Callison,	

W
hy	a	Fiduciary	D

uty	Shift	to	Creditors	of	Insolvent	Business	Entities	Is	Incorrect	as	a	M
atter	of	T

heory	and	
Practice,	J.	Bus.	&

	T
ech.	L.	431,	448-4（	(2007);	Cam

pbell	&
	Frost,	supra	note	12,	at	521-22

）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
103
）　H

u	&
	W

estbrook,	supra	note	8（,	at	13（8;	N
orw

ood,	supra	note	102,	at	（21.

（
104
）　H

u	&
	W

estbrook,	supra	note	8（,	at	1324-25,	1328.

（
105
）　Sea	Pines	Co.,	（（2	F.2d,	at	（7（-77;	In	re	X

onics,	Inc.,	（（	B.R.,	at	872;	H
ovis	v.	Pow

ers	Constr.	Co.	(In	re	H
offm

an	
A
ssocs.,	Inc.),	1（4	B.R.	（43,	（（4	(Bankr.	D

.S.C.	1（（5).

（
10（
）　Bank	Leum

i-Le-Israel,	485	F.	Supp.	55（,	55（	(S.D
.	Ga.	1（80).	

同
旨
の
学
説
と
し
て
、Shaffer,	supra	note	38,	at	53（;	

Patrick	M
.	Jones	&

	K
atherine	H

eid	H
arris,	Chicken	Little	W

as	W
rong	(A

gain):	Perceived	T
rends	in	the	D

elaw
are	

Corporate	Law
	of	Fiduciary	D

uties	and	Standing	in	the	Zone	of	Insolvency,	1（	J.	Bankr.	L.	&
	Prac.	2	A

rt.2	n.	55	
(2007).

（
107
）　Ed	Peters	Jew

elry	Co.	v.	C	&
	J	Jew

elry	Co.,	124	F.3d	252,	27（	(1st	Cir.	1（（7);	Butler	v.	Bantz	(In	re	H
ow

e	Grain,	
Inc.),	20（	B.R.	4（（,	4（（	(Bankr.	D

.	N
eb.	1（（7);	Carrieri	v.	Jobs.com

,	Inc.,	3（3	F.3d	508,	534	n.	24	(5th	Cir.	2004);	
H
allinan	v.	Republic	Bank	&

	T
rust	Co.,	51（	F.	Supp.	2d	340,	34（	n.	10	(S.D

.N
.Y

.	2007);	In	re	A
delphia	Com

m
cʼns	
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Corp.,	323	B.R.	345,	38（	n.	140	(Bankr.	S.D
.N

.Y
.	2005).

（
108
）　D

enune	v.	Consolidated	Capital	of	N
orth	A

m
erica,	288	F.	Supp.	2d	844,	85（	(N

.D
.	O

hio	2003).
（
10（
）　

こ
れ
ら
二
種
類
以
外
の
基
準
を
提
唱
す
る
学
説
も
存
在
す
る
。For	exam

ple,	see	Stephen	M
.	Packm

an,	D
irectors	and	

O
ffi
cers	in	the	Zone	of	Insolvency:	T

ake	action	w
ith	caution	to	avoid	personal	exposure,	N

.J.	L.J.,	A
ug.	18,	2008,	at	

1;	John	A
.	Pearce	II	&

	Ilya	A
.	Lipin,	D

uties	of	D
irectors	and	O

ffi
cers	w

ithin	the	Fuzzy	Zone	of	Insolvency,	1（	A
m
.	

Bankr.	Inst.	L.	Rev.	3（1,	380-81	(2011).

（
110
）　11	U

.S.C.	101(32),		547(b)(3),	548(a)(1)(b)(ii)(II)	(2010).

（
111
）　U

nif.	Fraudulent	T
ransfer	A

ct	

§	2(a)(b).	

同
条
⒜
がinsolvency	（insolvent

）
の
定
義
規
定
で
あ
る
が
、
⒝
に
お
い
て
「
弁

済
期
に
あ
る
債
務
を
一
般
的
に
支
払
わ
な
い
」
債
務
者
をinsolvent

と
推
定
す
る
。

（
112
）　11	U

.S.C.	303(h)(1)
は
、「
債
務
者
が
支
払
期
日
が
到
来
し
た
債
務
に
つ
き
、
責
任
の
有
無
ま
た
は
額
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
の
あ

る
争
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
一
般
的
に
支
払
い
を
し
な
い
場
合
」
を
、
債
権
者
申
立
て
に
つ
き
裁
判
所
が
救
済
命
令
を

発
す
る
要
件
の
一
つ
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

（
113
）　

例
え
ば
、
統
一
詐
欺
的
譲
渡
法
を
採
択
し
て
い
な
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
こ
の
基
準
を
用
い
る
。N

.Y
.	D

ebt	&
	Cred.	Law

	
s.275;	M

FS/Sun	Life	T
rust-H

igh	Y
ield	Series	v.	V

an	D
usen	A

irport	Servs.	Co.,	（10	F.	Supp.	（13,	（43-44	(S.D
.N

.Y
.	

1（（5).

（
114
）　（	D

el.	C.	

§	1302(a)(b).	

条
文
の
文
言
は
、
統
一
詐
欺
的
譲
渡
法
二
条
（
前
掲
注
（
111
））
に
準
拠
し
て
い
る
。

（
115
）　Geyer,	（21	A

.2d,	at	788-8（;	LaSalle	N
at.	Bank	v.	Perelm

an,	82	F.	Supp.	2d	27（,	2（0	(D
.	D

el.	2000);	Prod.	Res.	
Group,	LLC,	8（3	A

.2d	772,	782	(D
el.	Ch.	2004).

（
11（
）　M
cD

onnell,	supra	note	85,	at	1（（;	M
iller,	supra	note	85,	at	147（;	D

.	J.	Baker,	et.	al.,	Corporate	Governance	of	
T
roubled	Com

panies	and	the	Role	of	Restructuring	Counsel,	（3	Bus.	Law
.	855,	(2008);	Pearce	&

	Lipin,	supra	note	
10（,	at	381.

（
117
）　

“vicinity	of	insolvency

”や
“zone	of	insolvency

”の
概
念
の
ほ
か
、
“brink	of	insolvency

”の
概
念
を
用
い
る
裁
判
例
も
あ

る
（Brandt	v.	H

icks,	M
use	&

	Co.,	Inc.	(In	re	H
ealthco	Intʼl,	Inc.),	208	B.R.	288,	300	(Bankr.	D

.	M
ass.	1（（7)

）。
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（
118
）　Cam

pbell	&
	Frost,	supra	note	12,	at	518;	Ram

esh	K
.S.	Rao,	D

avid	Sim
on	Sokolow

	&
	D

erek	W
hite,	Fiduciary	

D
uty	a	la	Lyonnais:	A

n	Econom
ic	Perspective	on	Corporate	Governance	in	a	Financially-D

istressed	Firm
,	22	J.	

Corp.	L.	53,	72,	75	(1（（（).
（
11（
）　

多
数
の
論
稿
が
あ
る
が
、
比
較
的
最
近
の
も
の
に
つ
き
以
下
を
参
照
。Baker,	supra	note	11（,	at	8（2;	Jon	D

w
ain	

M
cLaughlin,	T

he	U
ncertain	T

im
ing	of	D

irectorsʼ	Shifting	Fiduciary	D
uties	in	the	Zone	of	Insolvency:	U

sing	
A
ltm

anʼs	Z–Score	to	Synchronize	the	W
atches	of	Courts,	D

irectors,	Creditors,	and	Shareholders,	31	H
am

line	L.	
Rev.	145,	172	(2008);	Pearce	&

	Lipin,	supra	note	10（,	at	37（,	378.

（
120
）　Gloria	Chon,	W

ill	the	Courts	Protect	the	Boards?	D
efending	the	Board	of	a	M

ichigan	Corporation	in	a	

“Zone	
of	Insolvency

”,	53	W
ayne	L.	Rev.	1085,	10（0	(2007)

に
よ
れ
ば
、
実
質
的
倒
産
状
態
に
近
接
す
る
時
期
で
の
受
益
者
の
変
動
を
肯

定
す
る
裁
判
例
が
存
在
す
る
の
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
ほ
か
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
（M

eco	v.	N
ovaspes,	Inc.,	N

os.	B1（（（2（,	
B180023,	200（	W

L	（3245	(Cal.	Ct.	A
pp.	200（)

）、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
（Bennett	Restructuring	Fund,	L.P.	v.	H

am
burg,	2003	

W
L	178753	(Conn.	Super.	Ct.	2003)

）、
イ
リ
ノ
イ
（Paul	H

.	Schw
endener,	Inc.	v.	Jupiter	Elec.	Co.,	Inc.,	82（	N

.E.2d	818	
(Ill.	A

pp.	Ct.	2005)

）、
バ
ー
モ
ン
ト
（Gladstone	v.	Stuart	Cinem

as,	Inc.,	878	A
.2d	214,	224-25	(V

t.	2005)

）
の
四
州
と
す
る
。

た
だ
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
後
に
否
定
す
る
判
例
が
あ
る
（Berg	&

	Berg	Enters.,	LLC	v.	Boyle,	178	Cal.	A
pp.	4th	1020,	

1041	(Cal.	Ct.	A
pp.	200（)

）。

（
121
）　For	exam

ple,	see	In	re	Sec.	A
sset	Capital	Corp.,	3（（	B.R.	35,	40	(Bankr.	D

.	M
inn.	2008);	In	re	Ben	Franklin	

Stores,	225	B.R.	at	（53.

こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
は
債
権
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

（
122
）　

会
社
価
値
の
具
体
的
算
定
方
法
を
提
唱
す
る
学
説
と
し
て
、
会
社
が
発
行
す
る
株
式
や
社
債
等
の
金
融
商
品
の
価
値
の
総
和
と
す
る

説
（Sm

ith,	supra	note	55,	at	23（-4（

）
や
、
金
融
商
品
だ
け
で
な
く
会
社
に
対
す
る
す
べ
て
の
請
求
権
の
総
和
と
す
る
説
（A

lon	
Chaver	&

	Jesse	Fried,	M
anagersʼ	Fiduciary	D

uty	U
pon	the	Firm

ʼs	Insolvency:	A
ccounting	for	Perform

ance	
Creditors,	55	V

and.	L.	Rev.	1813,	1845	(2002)

）
が
あ
る
。

（
123
）　Gregory	Scott	Crespi,	Rethinking	Corporate	Fiduciary	D

uties:	T
he	Ineffi

ciency	of	the	Shareholder	Prim
acy	

N
orm

,	55	SM
U
	L.	Rev.	141,	152-53	(2002);	Lipson,	supra	note	102,	at	1208.	

邦
語
文
献
と
し
て
、
武
田
・
前
掲
注
（
7（
）
一
八
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〇
頁
、
桜
沢
・
前
掲
注
（
7（
）（
二
）
七
六
頁
が
あ
る
。
な
お
、Cam

pbell	&
	Frost,	supra	note	12,	at	501	n.	45

は
、
倒
産
手
続

開
始
後
に
お
け
る
財
団
価
値
最
大
化
義
務
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。

（
124
）　Barondes,	supra	note	85,	at	74,	75;	Shaffer,	supra	note	38,	at	47（,	542-43;	Cam

pbell	&
	Frost,	supra	note	12,	at	

504.

（
125
）　Lin,	supra	note	8（,	at	1510,	1524.

（
12（
）　O

dyssey	Partners,	735	A
.2d,	at	407;	A

ngelo,	Gordon	&
	Co.	v.	A

llied	Riser	Com
m
cʼns	Corp.,	805	A

.2d	221,	22（	
(D

el.	Ch.	2002);	Continuing	Creditorsʼ	Com
m
.	of	Star	T

elecom
m
s.,	Inc.	v.	Edgecom

b,	385	F.	Supp.	2d	44（,	4（2-（3	(D
.	

D
el.	2004);	In	re	H

echinger	Inv.	Co.	of	D
el.,	327	B.R.	537,	54（	(D

.	D
el.	2005);	T

renw
ick	A

m
.	Litig.	T

rust	v.	Ernst	&
	

Y
oung,	L.L.P.,	（0（	A

.2d	1（8,	205	(D
el.	Ch.	200（).

（
127
）　Production	Res.	Group,	8（3	A

.2d,	at	7（0	n.	52,	n.	57.

（
128
）　M

iller,	supra	note	85,	at	1485;	Bainbridge,	supra	note	102,	at	3（5-（8;	Shaffer,	supra	note	38,	at	547.

（
12（
）　Cory	D

ean	K
andestin,	T

he	D
uty	to	Creditors	in	N

ear-Insolvent	Firm
s:	Elim

inating	the	

“Near	Insolvency

”	Dis-
tinction,	（0	V

and.	L.	Rev.	1235,	125（	(2007).

（
130
）　Royce	de	R.	Barondes,	Fiduciary	D

uties	in	D
istressed	Corporations:	Second-Generation	Issues,	1	J.	Bus.	&

	T
ech.	

L.	371,	401	(2007).

（
131
）　Bainbridge,	supra	note	102,	at	3（8.

（
132
）　Robert	B.	M

illner,	W
hat	D

oes	It	M
ean	for	D

irectors	of	Financially	T
roubled	Corporations	to	H

ave	Fiduciary	
D
uties	to	Creditors?,	（	J.	Bankr.	L.	&

	Prac.	201,	220-25	(2000).

（
133
）　M
im

s	v.	K
ennedy	Capital	M

gm
t.,	Inc.	(In	re	Perform

ance	N
utrition,	Inc.),	23（	B.R.	（3,	111	(Bankr.	N

.D
.	T

ex.	
1（（（)

は
、
倒
産
手
続
開
始
前
に
、
取
締
役
が
債
務
者
の
財
産
を
廉
価
で
売
却
し
た
事
案
に
お
い
て
、
当
該
取
締
役
が
取
引
に
個
人
的
利

害
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
上
で
、
会
社
がinsolvent

の
状
態
で
あ
れ
ば
、
経
営
判

断
原
則
は
全
面
的
に
不
適
用
と
な
り
得
る
旨
を
傍
論
と
し
て
述
べ
た
。
ま
た
、U

nsecured	Creditors	Com
m
.	v.	Gen.	H

om
es	

Corp.	(In	re	Gen.	H
om

es	Corp.),	1（（	B.R.	148,	151-52	(Bankr.	S.D
.	T

ex.	1（（（)
は
、
債
権
者
に
よ
る
第
一
一
章
手
続
申
立
て
か
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ら
開
始
ま
で
の
間
に
、
債
務
者
の
取
締
役
が
主
要
な
従
業
員
に
対
し
給
料
や
退
職
金
の
増
額
を
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
に
お
い

て
、
当
該
事
案
の
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
意
思
決
定
に
利
害
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
、
通
常
の
事
業
の
範
囲
外
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
が
、
傍
論
に
お
い
て
、
経
営
判
断
原
則
は
財
務
状
態
が
健
全
な
会
社
に
は
適
用
さ
れ
る
が
、

保
全
管
理
状
態
（conservatorship

）
の
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
。

（
134
）　Steve	H

.	N
ickles,	Behavioral	Effect	of	N

ew
	Bankruptcy	Law

	on	M
anagem

ent	and	Law
yers:	Collage	of	Recent	

Statutes	and	Cases	D
iscouraging	Chapter	11	Bankruptcy,	5（	A

rk.	L.	Rev.	32（,	3（（	(200（).	

ま
た
、
経
営
判
断
原
則
が
適

用
さ
れ
な
い
可
能
性
の
存
在
を
前
提
に
、
取
締
役
は
完
全
な
公
正
（entire	fairness

）
の
基
準
に
よ
っ
て
意
思
決
定
の
適
法
性
を
立
証

可
能
な
よ
う
準
備
す
べ
き
旨
の
実
務
提
言
を
行
う
論
者
も
存
在
す
る
（M

cD
onnell,	supra	note	85,	at	20（-07

）。

（
135
）　Richard	M

.	Cieri	et	al.,	T
he	Fiduciary	D

uties	of	D
irectors	of	Financially	T

roubled	Com
panies,	3	J.	Bankr.	L.	&

	
Prac.	405,	421-22	(1（（4).

（
13（
）　

立
法
過
程
の
議
論
や
判
例
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
地
位
は
比
喩
的
に
「
管
財
人
の
靴
を
履
く
」（stand	in	the	shoes	of	a	

trustee

）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（H

.R.	REP.	N
o.	5（5,	（5th	Cong.,	1st	Sess.	404	(1（77);	S.	REP.	N

o.	（8（,	（5th	Cong.,	2d	
Sess.	11（	(1（78);	M

atter	of	T
riangle	Chem

icals,	Inc.,	（（7	F.2d	1280,	1283-84	(5th	Cir.	1（83);	M
atter	of	H

ughes,	704	
F.2d	820,	822	(C.A

.	T
ex.	1（83);	In	re	U

N
R	Indus.,	30	B.R.	（0（,	（12	(Bankr.	N

.D
.	Ill.	1（83)

）。

（
137
）　

一
九
三
四
年
改
正
後
の
一
八
九
八
年
連
邦
破
産
法
七
七
Ｂ
条
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、In	re	W

il-Low
	Cafeterias,	

Inc.,	35	F.	Supp.	（（5,	（（8	(S.D
.N

.Y
.	1（40);	W

il-Low
	Cafeterias,	Inc.,	35	F.	Supp.	（（5,	（（8	(S.D

.N
.Y

.	1（40)

が
、
一
九
三
八

年
改
正
後
の
一
八
九
八
年
連
邦
破
産
法
第
Ⅺ
章
（A

rrangem
ent

）
手
続
の
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、	Shopm

anʼs	Local	
U
nion	N

o.	455	v.	K
evin	Steel	Prod.,	51（	F.2d	（（8	(2d	Cir.	1（75)

が
あ
る
。

（
138
）　N

LRB	v.	Bildisco	&
	Bildisco,	4（5	U

.S.	513,	528	(1（84).

（
13（
）　T

hom
as	G.	K

elch,	T
he	Phantom

	Fiduciary	in	Chapter	11:	T
he	D

ebtor	in	Possession	in	Chapter	11,	38	W
ayne	

L.	Rev.	1323,	1334	(1（（2)

は
、
手
続
開
始
前
の
債
務
者
と
Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
同
じ
法
主
体
の
役
割
の
違
い
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
信
託
受
託

者
の
受
託
者
の
地
位
と
個
人
の
地
位
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
140
）　

た
だ
し
、
同
判
決
後
も
し
ば
ら
く
は
、
一
般
債
権
と
、
倒
産
手
続
開
始
後
に
発
生
す
る
手
続
費
用
債
権
と
の
違
い
の
説
明
に
新
法
主
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体
理
論
を
用
い
る
裁
判
例
が
散
見
さ
れ
た
。In	re	Baldw

in	U
nited	Corp.,	43	B.R.	443,	45（	(Bankr.	S.D

.	O
hio	1（84);	In	re	

W
est	Elec.,	Inc.,	852	F.2d	7（,	82	(3d	Cir.	1（88).

（
141
）　U

nited	States	ex	rel.	W
illoughby	v.	H

ow
ard,	302	U

.S.	445,	450	(1（38);	M
osser	v.	D

arrow
,	341	U

.S.	2（7,	274,	71	S.	
Ct.	（80,	（83	(1（51).

（
142
）　Ford	M

otor	Credit	Co.	v.	W
eaver,	（80	F.2d	451,	4（2	(（th	Cir.	1（82);	In	re	Grabill	Corp.,	113	B.R.	（（（,	（70	(Bankr.	

N
.D

.	Ill.	1（（0);	In	re	Cenargo	International,	PLC,	2（4	B.R.	571,	5（（	n.	32	(Bankr.	S.D
.N

.Y
.	2003);	In	re	Insilco	

T
echnologies,	Inc.,	480	F.3d	212,	215	n.	3	(3d	Cir.	2007);	Raym

ond	T
.	N

im
m
er	&

	Richard	B.	Feinberg,	Chapter	11	
Business	Governance:	Fiduciary	D

uties,	Business	Judgm
ent,	T

rustees	and	Exclusivity,	（	Bankr.	D
ev.	J.	1,	21	(1（8（);	

Cam
pbell,	&

	Frost,	supra	note	12,	at	500.

（
143
）　

連
邦
倒
産
規
則
九
〇
〇
一
条
⑸
は
、「
本
規
則
に
お
い
て
、
債
務
者
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
る
べ
き
行
為
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
は
債
務

者
の
尋
問
の
た
め
に
出
席
を
強
制
す
る
必
要
が
あ
り
、
債
務
者
が
自
然
人
で
は
な
い
場
合
、（
Ａ
）
債
務
者
が
法
人
で
あ
れ
ば
、「
債
務

者
」
に
は
、
そ
の
オ
フ
ィ
サ
ー
、
理
事
・
取
締
役
会
構
成
員
、
多
数
派
株
主
、
そ
の
他
支
配
的
人
物
を
含
む
。」
と
規
定
す
る
（Federal	

Rules	of	Bankruptcy	Procedure,	Rule	（001(5)

）。
判
例
も
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
取
締
役
等
が
信
認
義
務
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
（
後
記
⑶
⒜
⒝
参
照
）。

（
144
）　

拙
稿
・
前
掲
注（
87
）一
六
三
頁
。
米
国
倒
産
法
に
お
け
る
管
財
人
の
信
認
義
務
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

Richard	B.	Levin,	T
ow

ards	a	M
odel	of	Bankruptcy	A

dm
inistration,	44	S.	C.	L.	Rev.	（7（	(1（（2);	D

aniel	B.	Bogart,	
Finding	the	Still	Sm

all	V
oice:	T

he	Liability	of	Bankruptcy	T
rustees	and	the	W

ork	of	the	N
ational	Bankruptcy	

Review
	Com

m
ission	102	D

ick.	L.	Rev.	703	(1（（7);	Ralph	C.	M
cCullough,	T

rustee	Liability:	Is	T
here	Enough	

Protection	for	T
hese	

“Arm
s	of	the	Court?

”,	103	Com
.	L.	J.	123	(1（（8);	D

avid	W
.	A

llard,	Personal	Liability	of	
T
rustees	and	D

ebtors	in	Possession:	Review
	of	the	V

arying	Standards	of	Care	in	the	U
nited	States,	10（	Com

.	L.	J.	
415	(2001);	T

heresa	J.	Pulley	Radw
an,	T

rustees	in	T
rouble:	H

olding	Bankruptcy	T
rustees	Personally	Liable	for	

Professional	N
egligence,	35	Conn.	L.	Rev	525	(2002);	Steven	Rhodes,	T

he	Fiduciary	and	Institutional	O
bligations	of	

a	Chapter	7	Bankruptcy	T
rustee,	80	A

m
.	Bankr.	L.	J.	147	(200（);	Elizabeth	H

.,	M
cCullough,	Bankruptcy	T

rustee	
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Liability:	Is	T

here	a	M
ethod	in	the	M

adness?,	15	Lew
is	&

	Clark	L.	Rev.	153	(2011).

（
145
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
倒
産
法
に
お
け
る
管
財
機
関
の
生
成
と
信
託
理
論
（
二
・
完
）」
慶
應
法
学
二
九
号
三
三
五

頁
（
二
〇
一
四
年
）。

（
14（
）　

拙
稿
・
前
掲
注（
145
）三
三
六
頁
。

（
147
）　

拙
稿
・
前
掲
注（
145
）三
三
九
頁
。

（
148
）　W

olf	v.	W
einstein,	372	U

.S.	（33	(1（（3).

（
14（
）　Id.,	at	（4（-50.

（
150
）　W

eintraub,	471	U
.S.,	at	343.

（
151
）　Id.,	at	355-5（.

（
152
）　Fulton	State	Bank	v.	Schipper	(In	re	Schipper),	（33	F.2d	513	(7th	Cir.	1（（1).

（
153
）　Id.,	at	515-1（.

（
154
）　Gheew

alla

判
決
以
前
の
学
説
も
同
様
に
解
し
て
い
た
。N

im
m
er	&

	Feinberg,	supra	note	142,	at	2（-37;	Lynn	M
.	LoPucki	

&
	W

illiam
	C.	W

hitford,	Corporate	Governance	in	the	Bankruptcy	Reorganization	of	Large,	Publicly	H
eld	

Com
panies,	141	U

.	Pa.	L.	Rev.	（（（,	70（-710	(1（（3).

（
155
）　U

nsecured	Creditorsʼ	Com
m
.	v.	N

oyes	(In	re	ST
N
	Enters.,	Inc.),	73	B.R.	470,	487,	4（1	(Bankr.	D

.	V
t.	1（87);	In	re	

M
icrow

ave	Products	of	A
m
erica,	Inc.,	102	B.R.	（（（,	（72	(Bankr.	W

.D
.	T

enn.	1（8（);	In	re	Big	Rivers	Elec.	Corp.,	233	
B.R.	72（,	734	(Bankr.	W

.D
.	K

y.	1（（8);	LaSalle	N
atʼl	Bank,	82	F.	Supp.	2d,	at	2（2;	In	re	Cenargo	International,	PLC,	

2（4	B.R.	571,	5（（	n.	32	(Bankr.	S.D
.N

.Y
.	2003).	See	also,	M

iller,	supra	note	85,	at	1514.

（
15（
）　

こ
の
ほ
か
、
債
権
者
、
株
主
お
よ
び
債
務
者
に
対
し
信
認
義
務
を
負
う
と
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
（In	re	

A
PP	Plus,	Inc.,	223	B.R.	870,	874	(Bankr.	E.D

.N
.Y

.	1（（8);	Institutional	Creditors	of	Continental	A
irlines,	Inc.	v.	

Continental	A
irlines,	Inc.	(In	re	Continental	A

irlines,	Inc.),	780	F.2d	1223,	122（	(5th	Cir.	1（87);	In	re	Schepps	Food	
Store,	1（0	B.R.	7（2,	7（7	(Bankr.	S.D

.	T
ex.	1（（3)

）。
ま
た
、
債
権
者
の
み
と
す
る
裁
判
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
債
権
者
と
株
主

間
の
利
害
対
立
が
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る
（In	re	N

adler,	8	B.R.	330,	333	(Bank.	E.D
.	Pa.	1（80);	Ford	M

otor	
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Credit	Co.,	（80	F.2d,	at	4（2;	N
orthw

estern	N
atʼl	Bank	of	St.	Paul	v.	H

alux,	Inc.	(In	re	H
alux,	Inc.),	（（5	F.2d	213,	21（	

(8th	Cir.	1（81)

）。

（
157
）　Louisiana	W

orld	Exposition	v.	Federal	Ins.	Co.,	858	F.2d	233,	24（	(5th	Cir.	1（88);	W
abash	V

alley	Pow
er	A

ssʼn	v.	
Rural	Electrification	A

dm
in.,	（03	F.2d	445,	451	(7th	Cir.	1（（0);	In	re	Interm

agnetics	A
m
erica,	Inc.,	（2（	F.2d	（12,	（17	

(（
th 	Cir.	1（（1);	LaSalle	N

atʼl	Bank,	82	F.	Supp.	2d,	at	2（2;	Cam
pbell	&

	Frost,	supra	note	12,	at	522;	M
iller,	supra	note	

85,	at	1488;	D
ennis	F.	D

unne,	T
he	Revlon	D

uties	and	the	Sale	of	Com
panies	in	Chapter	11,	52	Bus.	Law

.	1333,	1340	
(1（（7).

　

な
お
、
古
い
時
期
の
判
例
や
学
説
に
は
、
債
権
者
の
利
益
の
た
め
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。In	re	Custom

	M
ade	T

ires	Corp.,	
108	F.2d	172	(2d	Cir.	1（3（);	D

ouglas	G.	Baird	&
	T

hom
as	H

.	Jackson,	Corporate	Reorganizations	and	the	T
reatm

ent	
of	D

iverse	O
w
nership	Interests:	A

	Com
m
ent	on	A

dequate	Protection	of	Secured	Creditors	in	Bankruptcy,	51	U
.	

Chi.	L.	Rev.	（7,	101-03	(1（84).

（
158
）　Lucian	A

.	Bebchuk,	A
	N

ew
	A

pproach	to	Corporate	Reorganizations,	101	H
arv.	L.	Rev.	775,	77（	(1（88).

（
15（
）　Cam

pbell	&
	Frost,	supra	note	12,	at	511;	Frost,	Running	the	A

sylum
,	supra	note	15,	at	8（.

（
1（0
）　

同
旨
、
河
崎
・
前
掲
注
（
5
）
二
四
二
頁
。
反
対
説
と
し
て
、K

elch,	supra	note	13（,	at	1323

は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
仕
組
み
が

存
在
す
る
以
上
、
信
認
義
務
が
機
能
す
る
余
地
は
な
い
と
説
く
。

（
1（1
）　

こ
れ
ら
の
学
説
の
邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
河
崎
・
前
掲
注
（
5
）
二
四
二
な
い
し
二
五
七
頁
。

（
1（2
）　N

im
m
er	&

	Feinberg,	supra	note	142,	at	31-33.

（
1（3
）　Id.,	at	33.	See	also,	In	re	Johns	M

anville	Corp.,	52	B.R.	87（,	885	(Bankr.	S.D
.N

.Y
.	1（85);	In	re	M

icrow
ave	Prods.	

of	A
m
.,	Inc.,	102	B.R.	（（（,	（72	(Bankr.	W

.D
.	T

enn.	1（8（).

（
1（4
）　K

elch,	supra	note	13（,	at	135（-57.

（
1（5
）　Stephen	H

.	Case,	Fiduciary	D
uty	of	Corporate	D

irectors	and	O
ffi
cers,	Resolution	of	Conflicts	Betw

een	Creditors	
and	Shareholders,	and	Rem

oval	of	D
irectors	by	D

issident	Shareholders	in	Chapter	11	Cases,	C371	A
LI-A

BA
	1	

(1（8（).
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（
1（（
）　

異
な
る
グ
ル
ー
プ
間
で
優
劣
が
生
じ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
り
、
優
劣
が
生
じ
た
結
果
自
体
は
中
立
義
務
違
反
に
な
ら
な
い
。
信
認

義
務
違
反
は
、
注
意
義
務
違
反
や
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
や
経
営
者
の
個
人
的
利
益
を
追
求
し
た
と
き
に
限
る
と
す
る
（Id.,	at	4（5,	521

）。

（
1（7
）　Id.,	at	4（（-500.

（
1（8
）　K

elch,	supra	note	13（,	at	13（0-（1.
（
1（（
）　D

aniel	B.	Bogart,	Corporate	Governance	in	the	Bankruptcy	Reorganization	of	Large,	Publicly	H
eld	Com

panies,	
（8	A

m
	Bankr	L.	J.	155,	244	(1（（4).

（
170
）　K

elch,	supra	note	13（,	at	13（0-（1.

（
171
）　Id.,	at	13（4-（（,	1370.

（
172
）　Shaffer,	supra	note	38,	at	535-3（;	Bogart,	supra	note	1（（,	at	245.

（
173
）　Bogart,	supra	note	1（（,	at	245.

（
174
）　LoPucki	&

	W
hitford,	supra	note	154,	at	（（（.

（
175
）　Id.,	at	787-88.

（
17（
）　Id.,	at	7（4-（5.

（
177
）　Charles	W

.	M
ooney,	Jr.,	H

osing	D
ow

n	Senior	Claim
s	w

ith	a	Q
uicker	and	D

irtier	Chapter	11,	72	W
ash.	U

.	L.	Q
.	

1153,	1155	(1（（4).

（
178
）　Id.,	at	1158.

（
17（
）　In	re	Curlew
	V

alley	A
ssociates,	14	B.R.	50（,	511	(Bankr.	D

.	U
tah	1（81).

（
180
）　Id.,	at	513-14.

（
181
）　In	re	（（5	Fifth	A

ve.	A
ssociates,	L.P.,	（（	B.R.	24,	28	(Bankr.	S.D

.N
.Y

.	1（8（).	

な
お
、In	re	Integrated	Resources,	

Inc.,	135	B.R.	74（,	750	(Bankr.	S.D
.N

.Y
.	1（（2),	affʼd	147	B.R.	（50	(S.D

.N
.Y

.	1（（2)

は
、
一
般
論
で
は
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を

肯
定
す
る
が
、
当
該
事
案
へ
の
適
用
は
否
定
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
経
営
判
断
原
則
に
よ
ら
ず
他
の
基
準
を
採
用
し
た
裁
判
例
も
あ
る
（In	re	A

m
erican	W

est	A
irlines,	Inc.,	1（（	

B.R.	（08,	（11	(Bankr.	D
.	A

riz.	1（（4);	In	re	W
ilde	H

orse	Enterprises,	Inc.,	13（	B.R.	830	(Bankr.	C.D
.	Cal.	1（（1);	In	re	
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O
ʼBrien	Envtl.	Energy,	Inc.,	181	F.3d	527	(3d.	Cir.	1（（（)

）。

（
182
）　

未
履
行
契
約
の
引
受
・
拒
絶
に
関
す
る
「
経
営
判
断
基
準
」（business	judgm

ent	test

）
は
、
会
社
法
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則

と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
が
、
要
件
や
理
由
付
け
は
類
似
す
る
。Lubrizol	Enterprises	Inc.	v.	Richm

ond	M
etal	Finishers	Inc.	

(In	re	Richm
ond	M

etal	Finishers	Inc.),	75（	F.2d	1043,	104（-47	(4th	Cir.	1（85);	Richm
ond	Leasing	Co.	v.	Capital	Bank	

N
.A

.,	7（2	F.2d	1303,	1311	(5th	Cir.	1（85);	O
rion	Pictures	Corp.	c.	Show

tim
e	N

etw
orks,	Inc.	(In	re	O

rion	Pictures	
Corp.),	4	F.3d	10（5,	10（（	(2d	Cir.	1（（3).

（
183
）　
「
経
営
判
断
原
則
」
の
語
を
用
い
て
い
な
い
が
、
実
質
的
に
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
行
っ
た
経
営
判
断
に
対
す
る
事
後
的
な
司
法
審
査
を
制
限
す

る
も
の
と
し
て
、Lange	v.	Schropp	(In	re	Brook	V

alley	IV
,	J.V

.),	347	B.R.	（（2.	（72-73	(8th	Cir.	B.A
.P.	200（)

が
あ
る
。

（
184
）　N

im
m
er	&

	Feinberg,	supra	note	142,	at	14.

（
185
）　Charlie	X

iao-chuanW
eng,	T

o	Be,	Rather	T
han	T

o	Seem
:	A

nalysis	of	U
.S.	T

rustee	Fiduciary	D
uty	in	a	Re-

organization	and	Its	Im
plications	for	the	N

ew
	Chinese	Bankruptcy	Law

,	（（	Consum
er	Fin.	L.Q

.	Rep.	333,	33（	
(2012).

（
18（
）　In	re	General	H

om
es	Corp
事
件
判
決
（
テ
キ
サ
ス
州
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
、
一
九
九
六
年
）
は
、
経
営
判
断
原
則
が

適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
自
己
取
引
や
通
常
の
過
程
外
の
取
引
に
該
当
す
る
場
合
を
挙
げ
、
本
件
取
締
役
の
行
為
は
こ
れ
ら
に
該
当

し
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
対
象
で
は
な
い
と
し
た
が
、
更
に
傍
論
と
し
て
、
意
思
決
定
が
経
営
目
的
を
欠
く
場
合
や
、
監
督
や
監
視
の

遷
延
や
懈
怠
の
場
合
、
財
産
保
護
手
続
の
下
に
あ
る
場
合
を
適
用
対
象
外
と
し
た
（In	re	General	H

om
es	Corp.,	1（（	B.R.	148,	

151-52	(S.D
.	T

ex	1（（（)

）。

（
187
）　In	re	Rigden,	7（5	F.2d	727,	730	n.	1	(（th	Cir.	1（8（).

（
188
）　Bogart,	supra	note	1（（,	at	2（2-（4.

（
18（
）　

平
常
時
の
会
社
の
取
締
役
に
つ
き
同
旨
の
指
摘
を
す
る
論
稿
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　

Lynn	A
.	Stout,	W

hy	W
e	Should	Stop	T

eaching	D
odge	v.	Ford.	U

CLA
	School	of	Law

,	Law
-Econ	Research	Paper	

N
o.	07-11,	7	(2007)	available	at	http://ssrn.com

/abstract=1013744	(last	visited	D
ec.	24,	2014);	M

.	T
odd	H

enderson,	
T
he	Story	of	D

odge	v.	Ford	M
otor	Com

pany:	Everything	O
ld	Is	N

ew
	A

gain,	in	Corporate	Law
	Stories	37	(J.	M

ark	
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法学研究	87	巻	12	号（2014：12）
Ram

seyer	ed.,	200（);	Bernard	S.	Sharfm
an,	Shareholder	W

ealth	M
axim

ization	and	Its	Im
plem

entation	under	
Corporate	Law

,	（（	Fla.	L.	Rev.	38（,	408	(2014);	Brett	H
.	M

cD
onnell,	Com

m
itting	to	D

oing	Good	and	D
oing	W

ell;	
Fiduciary	D

uty	in	Benefit	Corporations,	20	Fordham
	J.	Corp.	&

	Fin.	L.	1（,	28	(2014).
（
1（0
）　

公
平
誠
実
義
務
の
主
体
は
、
債
務
者
で
あ
る
会
社
自
身
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
（
田
原
睦
夫
「
民
事
再
生
手
続
と
会
社
の
機

関
―
管
理
型
の
手
続
を
中
心
に
―
」
河
本
一
郎
＝
仲
田
哲
編
・
河
合
伸
一
判
事
退
官
古
稀
記
念
『
会
社
法
・
金
融
取
引
法
の
理
論
と
実

務
』
一
一
〇
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
二
年
）、
高
田
賢
治
「
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
法
的
地
位
―
公
平
誠
実
義
務
を
負
う
主
体
と
は
誰
か
―
」
田
邊

光
政
編
集
代
表
・
今
中
利
昭
先
生
古
稀
記
念
『
最
新
倒
産
法
・
会
社
法
を
め
ぐ
る
実
務
上
の
諸
問
題
』
一
七
九
頁
（
民
事
法
研
究
会
、
二

〇
〇
五
年
）、
福
永
有
利
監
修
『
詳
解
民
事
再
生
法
』
三
一
頁
［
高
田
裕
成
］（
民
事
法
研
究
会
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
年
））。

（
1（1
）　

伊
藤
眞
「
再
生
債
務
者
の
地
位
と
責
務
（
上
）」
金
法
一
六
八
五
号
一
一
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。
こ
れ
に
対
し
、
森
ま
ど
か
「
会
社

法
か
ら
み
た
再
生
債
務
者
の
誠
実
義
務
―
理
論
的
検
討
―
」
関
西
法
律
特
許
事
務
所
編
『
民
事
特
別
法
の
諸
問
題
（
五
）（
上
）』
二
五
八

頁
（
関
西
法
律
特
許
事
務
所
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
再
生
手
続
中
の
株
式
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
の

履
行
基
準
を
定
立
し
、
そ
れ
と
整
合
的
に
再
生
債
務
者
の
誠
実
義
務
の
内
容
を
捉
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。
両
見
解
の
対
比
に
つ
い
て

は
、
村
田
典
子
「
民
事
再
生
法
上
の
公
平
誠
実
義
務
と
会
社
役
員
の
義
務
へ
の
影
響
」
神
作
裕
之
ほ
か
編
『
会
社
裁
判
に
か
か
る
理
論
の

到
達
点
』
六
五
五
頁
以
下
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
が
詳
し
い
。

（
1（2
）　

石
井
教
文
「
再
建
手
続
に
お
け
る
役
員
の
地
位
と
責
任
」
高
木
新
二
郎
＝
伊
藤
眞
編
『
講
座　

倒
産
の
法
シ
ス
テ
ム
第
三
巻　

再
建

型
倒
産
処
理
手
続
』
一
九
一
、
二
一
五
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
1（3
）　

福
永
・
前
掲
注
（
1（0
）［
高
田
］
は
、
公
平
誠
実
義
務
は
、
業
務
の
遂
行
に
お
い
て
経
営
判
断
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
再
生
債

務
者
の
す
る
判
断
の
外
枠
を
画
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
裁
量
の
基
準
を
提
供
す
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
村
田
・
前
掲
注
（
1（1
）
は
、
潜

在
的
に
再
生
債
権
者
と
再
生
債
務
者
の
利
益
が
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
型
手
続
に
お
い
て
、
誠
実
義
務
は
、
再
生
手
続
に
お
け
る

再
生
債
務
者
の
行
動
指
針
を
提
供
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

【
追
記
】
本
稿
は
、
慶
應
義
塾
学
事
振
興
資
金
（
平
成
二
六
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


